
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度～令和11年度 

球磨村こども計画 
～みんなが笑顔で育つ、輝く未来のむらづくり～ 

熊本県 球磨村 
 



 

 

 

はじめに 
 

わが国では近年、少子化の急速な進行に加え、社会環境の変化

によりこどもや子育て家庭を取り巻く状況は一層厳しさを増し

ております。こうした中、国は令和 5年 4月に「こども基本法」

を施行し、常にこどもの最善の利益を第一に考える「こどもまん

なか社会」の実現を掲げ、各種取組を推進しています。 

また、同法では市町村に対しては、当該市町村におけるこども

施策についての計画を定め、次代を担うこども・若者が幸せに生

活し健やかに成長するためには、子育てやこども・若者自身への

支援の充実が求められています。 

これまで、本村では平成 27年３月に、子ども・子育て関連３法に基づく「球磨村

子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画に基づき子育ての支援と幼児期の保

育・教育の提供体制の確保に努めてまいりました。 

これらの状況を踏まえ、本村のこども施策や子育て支援施策の基本的な方向性を

示し、こども・若者や子育て家庭が幸せに生活できる村づくりを目指し、このたび、

「球磨村こども計画」を策定しました。 

本計画は、第３期子ども・子育て支援事業計画との整合性を図り、「子育て世代が

安心して子育てできる環境づくり」を基本理念として掲げています。保護者が安心し

て幸せに子育てをすることは、こどもの幸福と健やかな成長につながり、村への愛着

と、村で子育てしたいという思いを育みます。そのために、多様なこども・若者、子

育て支援の充実と、貧困や障がいなど困難な状況にあるこどもの支援にも取り組み、

「すべてのこども」の幸福を目指します。 

本計画の推進には、行政の力だけでなく、家庭、学校、地域など様々な主体の連携

と、住民の皆様のご協力が不可欠となります。村が一丸となってこどもたちの輝く未

来を応援するために、皆様の一層のご参加とご支援をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりましてご尽力いただきました球磨村保健事業計画

審議会の皆様をはじめ、アンケート調査等を通して貴重なご意見をお寄せいただき

ました住民の皆様に、心から御礼申し上げます。 

 

令和８年３月  

球磨村長 大岩 禎一 
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第１章 計画の概要と村の状況 

１ 球磨村こども計画の策定の趣旨 

（１）計画策定の背景 

①こどもに関する国の動向 

これまでの国の子育て支援は、主に保育園・幼稚園の待機児童の解消や小学生の放課後の居

場所づくりなど、両親が働きながら子育てをしやすい環境づくりを中心に取り組んできました。 

近年、いじめや不登校、児童虐待などこどもを取り巻く環境は深刻な状況が続き、さらには

コロナ禍が、自殺や貧困などこどもや若者、家庭に負の影響を与えてきました。 

こうした中、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を社会の真

ん中に据えた「こどもまんなか社会」を実現するため、令和５年４月に「こども家庭庁」を設

置、「こども基本法」を施行するとともに、令和５年 12月には政府全体のこども施策の基本的

な方針等を定める「こども大綱」を閣議決定するとともに、それに関連し「こども未来戦略」、

「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの 100 か月の育ちビジョン）」、

「こどもの居場所づくりに関する指針」についても閣議決定をしました。 

こども大綱は、それまで別々に作成・推進されてきた「少子化社会対策大綱」、「子供・若者

育成支援推進大綱」及び「子供の貧困対策に関する大綱」の３つのこどもに関する大綱を一つ

に束ね、こどもの施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるものです。 

こども基本法及びこども大綱では「こども」の定義を「心身の発達の過程にある者をいう。」

として、18 歳や 20 歳といった年齢で区切らず若者をも対象としており、取組にあたってはこ

ども・若者の意見を聴きながら施策を推進すること等を掲げています。 
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【参考】これまでの少子化対策の取組 

 

※1.57 ショック…1990 年に、前年（1989年）の合計特殊出生率がそれまでの最低記録であった 1966

年の 1.58 を下回ったことを指します。  

（※） 
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出典：内閣府資料  
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【参考】近年のこども計画に関する国の動向 

年月 法令等の動き 内容 

令和 4(2022)年 

（R6.4.1施行） 
児童福祉法の改正 

○こども家庭センターの設置（児童福祉と母子保健の

一体的支援を行う機能を有する機関） 

○訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、

親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新

設 等 

令和５(2023)年 

４月１日 
こども家庭庁の創設 

こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さ

ず、健やかな成長を社会全体で後押しするための新た

な司令塔として、こども家庭庁を創設 

令和５(2023)年 

４月１日 
「こども基本法」の施行 

市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案し

て、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努

力義務が課せられる（第 10条） 

令和５(2023)年 

６月２日 

こどもの自殺対策緊急強化

プランのとりまとめ 

「リスクの早期発見」、「適格な対応」、「要因分

析」により、「こどもが自ら命を絶つことのない社会

の実現」を目指す 

令和５(2023)年 

12月 22日 

こども大綱 閣議決定 

「こどもまんなか社会」～全てのこども・若者が身

体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができ

る社会～ の実現 

こども 未来戦略の策定 

～「日本のラストチャンス」2030年に向けて～ 

３つの基本理念 

（１）若い世代の所得を増やす 

（２）社会全体の構造・意識を変える 

（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援す

る 

幼児期までのこどもの育ち

に係る基本的なビジョン

（はじめの１００か月の育

ちビジョン）閣議決定 

目的：全てのこどもの誕生前から幼児期までの「は

じめの 100 か月」から生涯にわたるウェルビーイン

グ（身体的・精神的・社会的に幸せな状態）の向上 

こどもの居場所づくりに関

する指針の策定 

４つの基本的な視点 

【ふやす】～多様なこどもの居場所がつくられる～ 

【つなぐ】～こどもが居場所につながる～ 

【みがく】～こどもにとって、より良い居場所となる～ 

【ふりかえる】～こどもの居場所づくりを検証する～ 

令和 6(2024)年 

５月 

自治体こども計画策定のた

めのガイドライン 

先行事例を調査して取りまとめたものであり、今後

自治体において、こども基本法に基づき、自治体こど

も計画の策定を進める際の参考にしていただくこと

を目的に作成 

令和 6(2024)年 

6月 5日 

「子ども・子育て支援法等

の一部を改正する法律案」

が可決・成立 

「児童手当」の拡充 

「出産・子育て応援交付金」の恒久化 

「育児休業給付」の拡充 

「こども誰でも通園制度」の運用開始  等 

財源の一部「子ども・子育て支援金」 

令和 6(2024)年 

6月 26日 

子どもの貧困対策の推進に

関する法律の一部改正 

法律の題名の変更（「こどもの貧困の解消に向けた

対策推進法」に変更） 

「将来のこどもの貧困を防ぐこと」が新設 等 
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②こどもに関する県の動向 

熊本県は、令和５年度から令和６年度にかけてこどもの生活状況をはじめとする各種調査や

こども・若者の意見聴取等を行い、「都道府県こども計画」と「都道府県子ども・子育て支援事

業支援計画」等を一体的に策定した「こどもまんなか熊本・実現計画」（令和７年度～令和 11

年度）を策定しました。 

現在は、「こどもまんなか熊本・実現計画」に基づき、「こどもまんなか熊本」の実現に向け

て各種施策を推進しています。 

計画の策定にあたっては、県計画の内容を踏まえて村の方針を検討します。 

 

 

「こどもまんなか熊本・実現計画」 

【計画の概要】 

・「都道府県こども計画」、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」、「都道府県子ども・若

者計画」、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する都道府県計画」、「次世代育成支

援対策推進法に基づく都道府県行動計画」を一体的に策定。 

・県のこども・若者施策、子育て支援施策の方針と具体的な取組を定める。 
 

【計画の目標】「こどもまんなか熊本」の実現を目指す 

・こどもまんなか熊本とは：こども・若者がキラキラ輝き、県民が家庭や子育てに夢を持てる熊

本であり、あらゆる立場の個人や組織、コミュニティ等が、こどもや若者、子育て当事者の視

点に立ち、その最善の利益を第一に考えながら様々な取組を実施する熊本。 

 

【基本的な方針】 

１ すべてのこども・若者が幸せに暮らし、成長できるようにする 

２ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるようにする 

３ こどもや若者、子育て当事者を支援する人が笑顔で接することができるようにする 

４ こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じた切れ目ない支援を実施する 

５ 関係機関と連携し、社会全体の気運醸成を行う 

６ 県民と共に未来を創る 
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（２）計画策定の趣旨 

こども基本法では、第 10 条において、市町村に対してこども大綱や県のこども計画を勘案

し「市町村こども計画」を定めることを努力義務として求めています。 

本村は、これまで子ども・子育て支援法等に基づく「球磨村子ども・子育て支援事業計画」

（１期：平成 27年度～令和元年度、２期：令和２年度～令和６年度、３期：令和７年度～）を

策定し、計画に基づき幼児期の教育・保育の計画的な提供や子育てしやすい環境の整備に取り

組んできました。直近の動きとしては令和６年度に「第３期球磨村子ども・子育て支援事業計

画」を策定し、現在は同計画に基づきこどもと子育てに関する取組を推進しています。 

しかし、上述のとおりこども基本法において「市町村こども計画」の策定が求められており

その対象範囲が既存の「子ども・子育て支援事業計画」よりも幅広いことや、本村においても

こどもの権利の擁護や若者に向けた施策の展開が重要であることから、この度「球磨村こども

計画」を策定することとしました。 

 

■市町村こども計画の根拠法 

【こども基本法】 

 │⁸↓≥╙ ↓≥╙ ⅜ ╘╠╣≡™╢≤⅝│⁸↓≥╙ ┘

↓≥╙ ╩ ⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢↓≥╙ ⌐≈™≡─ ↓─ ⌐

⅔™≡₈ ↓≥╙ ₉≤™℮⁹ ╩ ╘╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 
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（３）計画の対象と「こども」の定義 

こども基本法第２条では、「こども」を「心身の発達の過程にある者」と定義しています。 

こども大綱ではこれを「18 歳や 20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こ

どもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていく」方針を

示したものであると説明し、「こども」だけではなく「若者」（おおむね 29 歳までの青年期に

あたる層）についても大綱の対象としています。 

本計画では、こども基本法及びこども大綱の考え等を踏まえ、計画の対象を、こども・若者

（０歳からおおむね 29歳までの者、施策によっては 39歳までの者）及び子育て世帯（妊娠・

出産期を含む）とすることを基本とします。また、施策によっては市民、地域で活動する団体、

企業や事業者などすべての個人及び団体を連携や支援の対象とします。 

 

【こども基本法】 

 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈↓≥╙₉≤│⁸ ─ ─ ⌐№╢ ╩™℮⁹ 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈↓≥╙ ₉≤│⁸ ⌐ →╢ ∕─ ─↓≥╙⌐ ∆╢ ┘↓╣

≤ ⌐ ∏═⅝ ╩™℮⁹ 

 ⁸ ⁸ ┘ ─ ╩ ≡⁸⅔≤⌂⌐⌂╢╕≢─ ─ ─

╩ ∂≡ ╣ ⌂ↄ ╦╣╢↓≥╙─ ╛⅛⌂ ⌐ ∆╢  

 ≡⌐ ℮ ┘╩ ≢⅝╢ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─

⌐ ∂≡ ╦╣╢  

 ⌐⅔↑╢ ∕─ ─↓≥╙─ ─  

 

【補足】「こども」の表記について 

令和４年に「こども家庭庁設置法」及び「こども基本法」が成立・公布されました。これに

伴い、国は各府省庁に対し、「こども基本法」の基本理念を踏まえ、行政文書において特別な場

合を除き、平仮名表記の「こども」を用いることを求めています。 

本計画においても、国の方針を踏まえ、特別な場合を除き「こども」と平仮名表記で記載し

ます。 

 

【特別な場合の例】 

ア 法令、条例等の名称及びそれらの中で用いられている特定のものを指す用語 

（子ども子育て支援法、子ども・子育て支援事業計画） 

イ 組織、関係団体、関係施設の名称など固有名詞 

（子ども会） 

ウ 他の語との関係で「こども」表記以外の語を用いることが適当な場合 

（例：子ども・子育て 子供期・現役期・高齢期） 
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２ 球磨村こども計画の位置づけ 

（１）計画の位置づけ 

「球磨村こども計画」は「こども基本法」第 10条に基づく「市町村こども計画」として策定

します。 

また、既存の「第３期球磨村子ども・子育て支援事業計画」の別冊として位置づけ、計画策

定に際しては「第３期球磨村子ども・子育て支援事業計画」と整合性を図って策定を行うとと

もに、本村の最上位計画である「第６次球磨村総合計画」をはじめとして、球磨村デジタル田

園都市構想総合戦略、地域福祉計画、障がい福祉計画・障がい児福祉計画等の関連計画との整

合性を図ります。 

あわせて、「子ども・若者育成支援推進法」第９条に基づく「市町村子ども・若者計画」、「少

子化対策基本法」第４条の少子化に対処するための施策、「こどもの貧困の解消に向けた対策

の推進に関する法律」第 10条の２に基づく市町村計画を一体的に策定するものです。 
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こどもまんなか熊本・実現計画
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次世代育成熊本県行動計画 等）

県の計画
別
冊
と
し
て
策
定
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（２）市町村こども計画と市町村子ども・子育て支援事業計画の関係性 

市町村こども計画は、「こども基本法」及び「こども大綱」に基づく新たな計画であり、こど

も・若者に関する様々な施策・取組の方向性を定める計画です。 

過去のこども関連の行政計画と比較して、こどものみならず若者をも対象としている点や、

施策の検討・推進にあたってこども・若者や子育て当事者の意見を聴きながら推進することが

求められている点が特徴となります。 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、待機児童が出ないように今後の保育園等の利用人数

の見込みを推計し、それに基づき保育園等の定員を定める需給計画であり、５年を１期として

定めることが義務付けられています。全国一律で平成 27 年度から開始され、現在３期目（令

和７年度～令和 11年度）となっています。 

 

 

■「市町村こども計画」と「市町村子ども・子育て支援事業計画」 

 市町村こども計画 

（本計画） 
市町村子ども・子育て支援事業計画 

根拠法 こども基本法 第 10条 子ども・子育て支援法 第 61条 

内容 

○こども大綱及び県計画を勘案しながら、こ

どものみならず若者をも対象とした、「こ

ども・若者」施策を定める 

・こども大綱：「こどもまんなか社会」の実

現を目指す 

・県計画：「こどもまんなか熊本」の実現と

それによる人口減少の解消を目指し、県

の取組を定める 

○計画の策定や取組の推進にあたっては、こ

ども・若者や子育て当事者といった本人の

意見を聴き、それを尊重し進める 

○教育・保育の量の見込み（幼稚園・保育園・

認定こども園の定員がどれだけ必要かの

見込み）を立てて、それを満たすように保

育園等の定員を設定・確保 

○同様に地域子ども・子育て支援事業（病児

保育や放課後児童クラブ）の量の見込みと

提供体制を定める 

○ワーク・ライフ・バランスの推進や、県と

連携しての母子・父子家庭支援や児童虐待

防止等の取組について定める 

その他 

○努力義務 

○法律自体が令和５年につくられた新しい

計画 

○義務 

○全国一律で５年を１期として策定・推進 

○平成 27年度から開始（現在３期目） 
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３ 計画の期間 

球磨村こども計画は、その計画期間を令和８年度から令和 11年度の４年間とします。 

また、計画期間中であっても、状況の変化等により見直しの必要が生じた場合は適宜見直し

を行います。 

 

 

 

 
令 
和 
５ 
年 
度 

令 
和 
６ 
年 
度 

令 
和 
７ 
年 
度 

令 
和 
８ 
年 
度 

令 
和 
９ 
年 
度 

令 
和 
10 
年 
度 

令 
和 
11 
年 
度 

令 
和 
12 
年 
度 

令 
和 
13 
年 
度 

令 
和 
14 
年 
度 

こども計画 

 

  

子ども・子育て 

支援事業計画 
  

 

  

こども計画 

（本計画） 

第３期子ども・子育て 

支援事業計画 
 第２期 

 

第２期 

こども計画・ 

第４期 

子ども子育て 

支援事業計画 
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第２章 球磨村の状況 

１ 統計データからみる球磨村の現状 

（１）人口の推移及び推計 

総人口は、平成 27 年の 3,999 人が令和５年には 2,851 人となり、1,148 人の減少となって

います。 

今後、少子高齢化の進展により総人口は減少する予測となっており、コーホート変化率法に

よる推計によると、令和 11 年の総人口は 2,195人、０～18 歳の人口は 209 人、総人口に占め

る０～18歳の人口の割合は 9.5％となる見込みとなっています。 

 

【人口の推移】 

 

【人口割合の推移】 

  

出典：住民基本台帳（平成 27年～令和 5年 7月 1日現在）、コーホート変化率法による推計値（令和 6年～令和 11年） 
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（２）出生数の推移 

近年 10 人前後で推移しており、令和４年は８人となっています。出生率（人口千人当たり

の出生数）は、全国、熊本県平均を下回って推移しています。 

 

 

 

 

 

（３）合計特殊出生率の推移 

平成 25 年～平成 29 年の合計特殊出生率は 1.83 で、全国、熊本県平均より高い水準で推移

しています。 

 

【合計特殊出生率の推移】 

 

  

出典：人口動態調査報告 

出典：人口動態保健所・市区町村別統計 

H30～R4は、避難指示区域に指定されていた自治体に該当しているためデータがありません。 

【出生数】 【出生率（人口千人当たりの出生数】 
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（４）婚姻等に関する状況 

① 婚姻・離婚件数、婚姻率、離婚率の推移 

令和４年の婚姻件数は３件、離婚件数は２件となっています。 

令和４年の婚姻率（人口千人当たりの婚姻件数）及び離婚率（人口千人当たりの離婚件

数）は全国、熊本県平均を下回っています。 

 

【婚姻・離婚件数の推移】 

 

 

 

 

 

  

7

10

6 6

3

7

3

6

5

2

0

5

10

15

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

婚姻件数

離婚件数

(件)

【婚姻率（人口千人当たりの婚姻件数）】 【離婚率（人口千人当たりの離婚件数）】 

出典：人口動態調査報告 
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② 未婚率の推移 

男性の未婚率は、30～34 歳の層で平成 27 年の 45.5％から令和２年の 60.6％と、15.1

ポイント上昇しています。 

女性の未婚率は、40～44 歳の層で平成 27 年の 12.7％から令和２年の 25.0％と、12.3

ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

  

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

20～24歳 84.7% 87.2% 87.8% 81.8%

25～29歳 58.0% 68.1% 64.6% 57.7%

30～34歳 53.0% 38.8% 45.5% 60.6%

35～39歳 41.1% 47.0% 34.9% 34.0%

40～44歳 35.5% 36.6% 37.9% 38.3%

45～49歳 32.5% 37.7% 35.1% 33.3%

50～54歳 20.1% 33.3% 39.7% 34.0%

55～59歳 11.6% 21.3% 33.3% 39.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

20～24歳 74.2% 73.6% 78.3% 85.7%

25～29歳 53.2% 43.8% 61.4% 48.1%

30～34歳 24.3% 30.4% 36.8% 34.9%

35～39歳 14.6% 14.5% 27.9% 22.0%

40～44歳 12.4% 12.5% 12.7% 25.0%

45～49歳 9.0% 14.0% 14.9% 10.7%

50～54歳 6.8% 10.4% 14.3% 17.8%

55～59歳 5.4% 6.9% 11.0% 7.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【年代別未婚率の推移（男性）】 

【年代別未婚率の推移（女性）】 

出典：国勢調査 
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（５）世帯の状況 

① 一般世帯数、１世帯当たり人員数の推移 

令和２年の一般世帯数は 975 世帯、１世帯当たり人員数は 2.49 人で、一般世帯数及び

１世帯当たり人員数のいずれも減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

② ６歳未満、18歳未満のこどものいる一般世帯数 

ア）６歳未満、18歳未満のこどものいる一般世帯数の推移 

令和２年の６歳未満のこどものいる一般世帯数は 55 世帯、18 歳未満のこどものいる

一般世帯数は 150世帯となっており、いずれも減少傾向で推移しています。 

 

  

1,569
1,487

1,366

975

3.02 

2.83 
2.66 

2.49 

0.0

1.0

2.0

3.0

0

500

1,000

1,500

2,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

一般世帯数

１世帯当たり人員

(世帯) (人)

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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イ）６歳未満、18歳未満のこどものいる一般世帯数の構成割合 

令和２年の６歳未満のこどものいる一般世帯数の構成割合は 5.6％、18歳未満のこど

ものいる一般世帯数の構成割合は 15.4％で、いずれも全国、熊本県平均を下回っていま

す。 

 

 

 

 

 

（６）ひとりで子育てをしている世帯の状況 

令和２年の母子世帯数は８世帯、父子世帯数は２世帯となっています。 

 

 

 

 

  

7 

15 

11 

8 

3 
2 

1 
2 

0

5

10

15

20

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

母子世帯数

父子世帯数

(世帯)

【６歳未満のこどものいる世帯数の構成割合】 【18歳未満のこどものいる世帯数の構成割合】 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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（７）女性の労働力率 

令和２年の本村の子育て世代の女性（25～44歳）の労働力率は、平成 27年と比較すると 35

～39歳を除き下回っています。 

令和２年の全国及び熊本県と比較すると、主な子育て世代にあたる 20～49 歳のうちほぼす

べての年代で上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.0%

81.0%
87.0% 86.0%

100.0%

87.5%
90.6%

81.4%
78.8%

64.2%

38.7%

18.0%

5.9%
2.0% 1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳～

令和２年

平成27年

14.0%

81.0%

87.0% 86.0%

100.0%

87.5%
90.6%

81.4%
78.8%

64.2%

38.7%

18.0%

5.9%

2.0% 1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳～

球磨村

熊本県

全国

【女性の労働力率（本村の令和２年と平成 27年の比較）】 

【女性の労働力率（令和２年の全国及び熊本県との比較）】 

出典：国勢調査 
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２ こども・若者調査 

計画の策定にあたって、本村に在住するこども・若者の意見を聴取し計画に反映するための

基礎資料として、令和６年度にアンケート調査を実施しました。 

 

調査時期 令和６年12月 

調査対象 球磨村内に居住する16歳～39歳の村民 

調査手法 インターネットによる回答 

回収結果 22.3％（77件/346 件） 

 

 

■調査結果利用上の留意点 

（１）グラフ中の「n=」は、母数となるサンプル数(回答者数)を示している。 

（２）集計結果は百分率で算出し、四捨五入の関係上、百分率の合計が 100％にならない場合が

ある。 

（３）複数回答の場合は、回答者実数より多くなっている場合がある。 

（４）回答者が無い場合の設問では一部集計表・グラフを省いている。 

（５）図表中の「全国」は、令和２年度に内閣府が実施した「少子化社会に関する国際意識調

査」、令和４年度に実施した「こども・若者の意識と生活に関する調査」及び令和５年度

にこども家庭庁が実施した「こども政策の推進に関する意識調査」の調査結果を表す。 

 

 

  



20 

（１）生活について 

①世間一般と比較した暮らし向き 

暮らし向きが世間一般と比べてどうであるかについては、「中の中」が 55.8％と最も高く、

次いで「中の下」22.1％、「中の上」13.0％となっています。 

全国と比較すると、『平均より上』（「上」＋「中の上」）が 6.4ポイント低く（球磨村：16.9％ 

全国：23.3％）、『平均より下』（「中の下」＋「下」）が 1.8ポイント高く（球磨村：27.3％ 全

国：25.5％）なっています。 

 

■世間一般と比較した暮らし向き（衣食住やレジャーなどの物質的な生活水準） 

 

 

 

②幸福感について 

現在自分が幸福だと思うかについては、『思う』（「そう思う」＋「どちらかといえば、そう思

う」）が 81.9％となっており、全国（84.4％）と比較して 2.5ポイント下回っています。 

 

 

■現在、幸福だと思うか 

 

 

  

3.9%

3.1%

13.0%

20.2%

55.8%

50.8%

22.1%

19.7%

5.2%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

全国

上 中の上 中の中 中の下 下 無回答

39.0%

39.1%

42.9%

45.3%

15.6%

9.6% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

全国

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかというとあてはまらない そうおもわない

無回答
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③社会生活や日常生活を円滑に送れなかった経験 

社会生活や日常生活を円滑に送れなかった経験については、『あった』（「今までに経験があ

った（または、現在ある）」＋「どちらかといえば、あった（ある）」）が 59.8％となっており、

全国（45.1％）と比較して、14.7ポイント上回っています。 

 

■社会生活や日常生活を円滑に送れなかった経験 

 

 

（２）他人とのつきあいについて 

他人とのつきあいについては、『学校で出会った友人』と『職場の人』と比較して、『地域の

人』は各項目の割合が低くなっています。 

全国と比較すると、18項目中 14項目で球磨村が上回っているものの、「⑤他の人には言えな

い本音を話せることがある」についてはすべての相手で下回っています。 

 

■他人とのつきあいの上で「している/そう思う」割合（球磨村が全国を上回っている項目を赤

で色付け） 

 
学校で出会った友人 職場の人 地域の人 

球磨村 全国 球磨村 全国 球磨村 全国 

①会話やメール等をよくしている 70.2％ 59.5％ 71.7％ 52.8％ 37.7％ 14.5％ 

②何でも悩みを相談できる人が 

いる 
63.7％ 61.7％ 66.7％ 43.0％ 19.5％ 9.8％ 

③楽しく話せる時がある 94.8％ 96.0％ 93.3％ 79.1％ 55.9％ 30.1％ 

④困った時は助けてくれる 74.1％ 72.5％ 86.7％ 72.1％ 61.1％ 26.2％ 

⑤他の人には言えない本音を 

話せることがある 
65.0％ 65.6％ 28.3％ 34.8％ 13.0％ 14.8％ 

⑥いつもつながりを感じている 72.8％ 59.9％ 63.3％ 41.5％ 36.4％ 15.7％ 

※学校で出会った友人：現在通っている学校の友人、かつての同窓生などを指す。 

  

26.0%

33.8%

10.4%

24.7%

5.2%

0.0%

23.3%

21.8%

21.0%

30.5%

3.0%

0.5%

0% 50% 100%

( )

( )

( )

( )
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（３）自分に関する考え 

自分に関する考えについて、『あてはまる』（「あてはまる」＋「どちらかというとあてはま

る」）の割合をみると、「自分の親（保護者）から愛されていると思う」が 93.6％と最も高く、

次いで「自分には自分らしさというものがあると思う」が 85.7％、「人生で起こることは、結

局は自分に原因があると思う」が 80.5％となっています。 

また、『あてはまらない』（「どちらかというとあてはまらない」＋「あてはまらない」）の割

合をみると、「自分は役に立たないと強く感じる」が 72.8％と最も高く、次いで「自分の欲し

いものをがまんすることが苦手だ」が 53.3％、「他人に迷惑がかからない限り、どんな考えや

行動をとろうが、自分の自由だと思う」と「自分の考えをはっきり相手に伝えることができる」

と「自分自身に満足している」がそれぞれ 49.4％となっています。 

 

■自分に関する考え 

 

  

ア) 自分には自分らしさというものがあると思う

イ) 自分の欲しいものをがまんすることが苦手だ

ウ) 今の自分を変えたいと思う

エ) 将来よりも今の生活を楽しみたい

オ) 努力すれば希望する職業につくことができる

カ) 自分の将来は運やチャンスによって決まると思う

キ) 人生で起こることは、結局は自分に原因があると思う

ク) 他人に迷惑がかからない限り、どんな考えや
行動をとろうが、自分の自由だと思う

ケ) 今の自分が好きだ

コ) 自分らしさを強調するより、
他人と同じことをしていると安心だ

サ) 自分の親( 保護者) から愛されていると思う

シ) うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む

ス) 自分の考えをはっきり相手に伝えることができる

セ) 自分自身に満足している

ソ) 自分は役に立たないと強く感じる

35.1%

15.6%

26.0%

20.8%

28.6%

10.4%

28.6%

18.2%

13.0%

10.4%

45.5%

11.7%

9.1%

6.5%

6.5%

50.6%

31.2%

39.0%

44.2%

49.4%

48.1%

51.9%

32.5%

44.2%

53.2%

48.1%

49.4%

41.6%

44.2%

20.8%

10.4%

35.1%

20.8%

26.0%

13.0%

33.8%

16.9%

27.3%

29.9%

20.8%

3.9%

32.5%

40.3%

29.9%

48.1%

3.9%

18.2%

13.0%

9.1%

9.1%

7.8%

22.1%

13.0%

15.6%

6.5%

9.1%

19.5%

24.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない 無回答
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（４）こどもや社会に関する考え 

こどもや社会に関する様々な考えについて「そう思う」と回答した人の割合をみると、「こ

どもは権利の主体である」が 78.0％と最も高く、次いで「自分の将来についての人生設計（ラ

イフプラン）について」が 66.3％、「学校は、こどもが安全に安心して過ごすことができる、

こどもにとって大切な居場所の１つである」が 63.7％となっています。 

全国と比較可能な 10項目について比較すると、「こどもは権利の主体である」と思う人の割

合が 23.6ポイント上回るなど、10項目中９項目で全国を上回っています。 

また、「あなたの周りには、こどもや若者の遊びや体験活動の機会や場が十分にある」が

24.7％と最も低く、全国と比較しても 15.7ポイント下回っています。 

 

■こどもや社会に関する考えについて「そう思う」と考える人の割合 

 

※全国調査では「社会において、共働き・共育て（家庭内で男女ともに仕事や家事、子育てに参画

すること）が推進されている」と思う人の割合を調査していないため掲載していない。  

( )

( )

32.5%

78.0%

55.9%

33.8%

45.5%

41.6%

63.7%

24.7%

55.9%

30.4%

66.3%

20.0%

54.4%

27.8%

30.9%

30.7%

54.4%

40.4%

43.1%

27.2%

51.8%

0% 50% 100%
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（５）結婚について（20 歳以上のみ） 

①結婚等に関する考え 

結婚等に対する意見については、「結婚・同棲・恋人はいずれも、必ずしも必要ではない」が

49.2％が最も高く、次いで「結婚はした方がよい」が 31.1％となっており、この２項目に回答

の約８割が集中しています。 

全国と比較すると、「結婚はした方がよい」が 13.1ポイント低く、「結婚・同棲・恋人はいず

れも、必ずしも必要ではない」が 10.2ポイント高くなっています。 

 

 

■結婚等に関する考え 

 

 

 

②婚姻状況 

婚姻状況については、「結婚している」が 41.0％、「結婚も同棲もしていない」が 52.5％と、

結婚等をしていない人の割合がやや高く、全国と比較しても 16.8ポイント上回っています。 

 

■婚姻状況 

 

  

3.6%

31.1%

44.2%

3.3% 8.2%

9.6%

49.2%

39.0%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

全国

結婚は必ずするべきだ

結婚はした方がよい

結婚はしなくてもよいが、同棲はした方がよい

結婚・同棲はしなくてもよいが、恋人はいたほうがよい

結婚・同棲・恋人はいずれも、必ずしも必要ではない

その他

無回答

41.0%

57.7%

4.9%

5.5%

52.5%

35.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

全国

結婚している( 現在、配偶者あり)

結婚していないが、同棲している

結婚したことはあるが、今はそうではない( 離婚又は死別した)

結婚も同棲もしていない

無回答
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③結婚していない理由 

結婚していない理由については、「適当な相手にまだ巡り会わないから」が 27.8％と最も高

く、次いで「特にない」が 16.7％、「経済的に余裕がないから」が 11.1％となっています。 

結婚生活について不安に感じることについては、「結婚生活にかかるお金」が 42.6％と最も

高く、次いで「お互いの親族との付き合い」37.7％など５項目が３割台となっています。 

 

■結婚していない理由（結婚していない人のみ）（複数回答） 

 

■結婚生活について不安に感じること（複数回答） 

  

5.6%

2.8%

0.0%

2.8%

2.8%

8.3%

27.8%

5.6%

11.1%

0.0%

5.6%

5.6%

5.6%

16.7%

0.0%

10.2%

8.3%

0.2%

6.7%

5.9%

8.7%

28.9%

3.6%

11.1%

0.5%

0.9%

3.6%

6.1%

3.3%

2.1%

0% 50% 100%

( )

( )

36.1%

34.4%

37.7%

32.8%

18.0%

42.6%

16.4%

26.2%

36.1%

24.6%

18.0%

3.3%

8.2%

0.0%

34.8%

35.6%

35.2%

34.0%

10.4%

42.3%

11.5%

24.6%

27.1%

27.6%

7.9%

1.6%

9.6%

0.2%

0% 50% 100%

2

2
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（６）こどもを持つことについて（20 歳以上のみ） 

①こどもを持つことについて 

こどもを持つことに対する考え方は、「こどもがいると生活が楽しく豊かになる」が 65.6％

と特に高くなっています。 

全国と比較すると、「こどもがいると生活が楽しく豊かになる」が 6.4ポイント高く、「こど

もを持つことは自然なことである」が 15.9ポイント、「好きな人のこどもを持ちたいから、こ

どもを持つ」が 6.2ポイント低くなっています。 

 

 

■こどもを持つことに対する考え方（複数回答） 

 

  

27.9%

13.1%

3.3%

65.6%

8.2%

11.5%

8.2%

24.6%

1.6%

3.3%

14.8%

21.3%

0.0%

9.8%

0.0%

43.8%

15.6%

3.4%

59.2%

8.7%

12.1%

10.3%

30.8%

5.0%

3.8%

13.3%

24.6%

1.8%

4.4%

0.1%

0% 50% 100%
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②欲しいこどもの人数 

持ちたいこどもの人数は、「３人」が 41.0％と最も高く、次いで「２人」が 37.7％、「こども

は欲しくない」が 8.2％、実際のこどもの人数は「こどもはいない」が 59.0％と最も高く、次

いで「２人」が 23.0％となっています。 

今よりもこどもを増やしたいかについては、「希望するこども数になるまでこどもを増やし

たい」が 38.8％と最も高く、次いで「今よりもこどもは増やさない、又は、増やせない」が

34.7％、「その他」が 18.4％となっています。 

 

 

■実際のこどもの人数 

 

■持ちたいこどもの人数 

 

※持ちたいこどもの人数、実際のこどもの人数は、未婚者を含んで調査を行なっている。 

 

■今よりもこどもを増やしたいか（現在こどもがいる人のみ） 

 

  

8.2%

23.0%

8.2%

0.0%

1.6%

59.0%

0.0%

0% 50% 100%

6.6%

37.7%

41.0%

4.9%

1.6%

8.2%

0.0%

0% 50% 100%

希望するこどもの数になるまでこどもを増やしたい

今よりもこどもは増やすが、
希望するこども数になるまでは増やさない、又は、増やせない

今よりもこどもは増やさない、又は、増やせない

その他

38.8%

8.2%

34.7%

18.4%

41.8%

7.4%

33.5%

8.3%

0% 50% 100%
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③こどもを増やさない理由 

こどもを増やさない又は増やせない理由については、「特にない」38.1％が最も高く、次い

で「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」、「働きながら子育てができる職場環境がないか

ら」がそれぞれ 23.8％、「健康上の理由から」、「欲しいけれども妊娠しないから」、「配偶者・

パートナーの家事・育児への協力が得られないから」がそれぞれ 14.3％となっています。 

全国と比較すると「特にない」が 31.7ポイント上回り、「子育てや教育にお金がかかりすぎ

るから」が 27.8ポイント、「自分又は配偶者・パートナーが高齢で、産むのが嫌だから」が 18.4

ポイント下回っています。 

 

 

■こどもを増やさない又は増やせない理由（こどもは増やさない、又は増やせないと回答した

人のみ）（複数回答） 

  

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

保育サービスが整っていないから

雇用が安定しないから

働きながら子育てが出来る職場環境がないから

自分の昇進・昇格に差し支えるから

家が狭いから

こどもがのびのび育つ社会環境でないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

自分又は配偶者・パートナーが高齢で、産むのが嫌だから

これ以上、自分又は配偶者・パートナーが
育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから

妊娠・出産のときの身体的・精神的な苦痛が嫌だから

健康上の理由から

欲しいけれども妊娠しないから

配偶者・パートナーの
家事・育児への協力が得られないから

配偶者・パートナーが望まないから

その他

特にない

無回答

23.8%

0.0%

4.8%

23.8%

0.0%

4.8%

9.5%

9.5%

4.8%

9.5%

9.5%

14.3%

14.3%

14.3%

0.0%

4.8%

38.1%

0.0%

51.6%

13.1%

14.0%

17.5%

1.6%

6.4%

11.1%

5.4%

23.2%

19.4%

7.6%

12.4%

13.4%

7.0%

9.2%

10.2%

6.4%

0.6%

0% 50% 100%
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（７）求める施策について 

重要だと思う育児支援策については、「教育費の支援、軽減」が 68.9％と最も高く、次いで

「公園など、こどもを安心して育てられる環境の整備」が 59.0％、「小児医療の充実」が 45.9％

となっています。 

全国と比較すると、「公園など、こどもを安心して育てられる環境の整備」が 24.7ポイント

上回り、「子育ての経済的負担を軽減するための手当の充実や税制上の措置」が 10.0ポイント

下回っています。 

 

 

■重要だと思う育児支援策（複数回答） 

  

( )

3

42.6%

32.8%

68.9%

45.9%

59.0%

41.0%

29.5%

31.1%

29.5%

32.8%

37.7%

39.3%

29.5%

21.3%

34.4%

23.0%

36.1%

3.3%

3.3%

0.0%

41.2%

31.6%

69.7%

38.7%

34.3%

45.4%

34.1%

35.2%

36.9%

33.7%

39.0%

49.3%

33.0%

27.6%

36.6%

12.1%

34.0%

1.7%

4.1%

0.7%

0% 50% 100%



30 

３ 第３期子ども・子育て支援事業計画策定時の調査等から 

令和６年度に第３期球磨村子ども・子育て支援事業計画を策定した際に、教育・保育等のニ

ーズと村内の子育て支援に関する課題等を把握することを目的として、未就学児及び１～６年

生を養育する保護者に対して、教育・保育に関するアンケート調査を実施しました。 

 

 

 就学前児童保護者 義務教育学校前期課程保護者 

調査時期 令和６年7月 

調査対象 
球磨村に在住する就学前の児童を 

養育するすべての保護者 

球磨村に在住する義務教育学校前期課

程の児童を養育するすべての保護者 

調査手法 

村内保育園等に通う児童については

保育園等での直接配付・回収 

村内保育園等を利用していない児童

については郵送による配付・回収 

義務教育学校を通じての直接配付・回

収 

回収結果 86.8％（33件/38 件） 91.0％（61件/67 件） 

 

 

（１）子育てを主に行っている者 

就学前調査、前期家庭調査ともに「父母ともに」が６割台と最も高くなっています。一方で、

「主に母親」が就学前調査で約４割、前期家庭調査で約３割となっており、母親に育児負担が

偏っている状況がうかがえます。（図表等省略） 

日ごろ、お子さんをみてもらえる親族等がいるかについては、日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる人が 63.6％、緊急時や幼児の際には親族にみてもらえる人が 69.7％（重複あり）

となっており、多くの人が親族等にこどもの面倒をみてもらえる状態にあります。 

 

■子育てを主に行っているもの（無回答及び一部選択肢は省略） 

 父母ともに 主に母親 

就学前保護者調査 

（以下「就学前調査」） 
60.6％ 39.4％ 

義務教育学校前期課程保護者

（以下「前期課程調査」） 
65.6％ 32.6％ 
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（２）母親の就労状況 

就学前調査ではフルタイム就労が 48.5％（産休・育休中の 9.1％を含む 以下同）、パート・

アルバイトが 45.5％、前期課程調査ではフルタイム就労が 65.6％、パート・アルバイトが

32.7％となっており、ともに９割以上が就労しています。 

フルタイム就労が多いことから、預かり保育の適切な提供や放課後のこどもの過ごし方に関

する支援が重要となります。 

 

■母親の就労状況 

 フルタイム就労 
フルタイム就労 

（産休・育休中） 
パート・アルバイト 

パート・アルバイト 

（産休・育休中） 

就学前調査 39.4％ 9.1％ 39.4％ 6.1％ 

前期課程調査 65.6％ 0.0％ 31.1％ 1.6％ 

 

 

（３）子育て支援サービスについて 

球磨村の各種子育て支援サービスの認知度・利用経験・利用意向は、いずれも「⑤赤ちゃん

訪問」が最も高くなっています。また、「①母親（父親学級）、両親学級、育児学級」と「⑥地

域子育て支援センター」が２位～３位となっています。 

 

 

■子育てに関するサービスの認知度・利用経験・利用意向 

サービスの認知度   利用経験 今後の利用意向 

 

  

  

66.7 

33.3 

12.1 

27.3 

87.9 

66.7 

33.3 

0% 50% 100%

39.4 

9.1 

3.0 

6.1 

72.7 

45.5 

18.2 

0% 50% 100%

33.3 

21.2 

24.2 

24.2 

39.4 

36.4 

33.3 

0% 50% 100%
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（４）病気やケガの際の対応について 

お子さんが病気やケガで保育園等を休んだ経験が「あった」人は 80.0％となっています。 

また、その際の対応としては「父親が休んだ」が 37.5％、「母親が休んだ」が 87.5％、「親

族・知人にこどもを見てもらった」が 66.7％、その他の項目が１割未満となっており、ほとん

どが夫婦か親族・知人で対応しています。（図表等省略） 

公的なサービスである病児・病後児保育を利用したケースは 8.3％となっています。 

父親・母親が仕事を休んだ経験がある人に、病児・病後児保育のニーズをうかがった所、「で

きれば病児・病後児保育を利用したい」が 52.4％、「利用したいとは思わない」が 47.6％とな

っており約半数の人が病児・病後児保育の利用を希望しています。（図表等省略） 

 

 

（５）子育てのしやすさについて 

球磨村は子育てしやすいと感じるかについて、「子育てしやすいと感じる」と「どちらかと

いえば子育てしやすいと感じる」の合計をみると、就学前調査で69.7％、前期課程調査で67.2％

と、ともに約７割となっています。 

一方で、「どちらかといえば子育てしやすいと感じない」が就学前調査で 12.1％、前期課程

調査で 14.8、「子育てしやすいと感じない」が前期課程調査で 8.2％となっており、前期課程

調査は就学前調査と比較して、子育てしやすくないと感じる人の割合が高くなっています。 

子育てが地域や社会に支えられているかについて、「十分に感じる」と「まあまあ感じる」の

合計が就学前調査で 75.8％、前期課程調査で 75.4％となっています。 

 

 

■球磨村は子育てしやすいと感じるか 

 

 

■子育てが地域や社会に支えられていると感じるか 

 

  

18.2

18.0

51.5

49.2

12.1

14.8 8.2

18.2

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前調査

前期課程調査

子育てしやすいと感じる どちらかといえば子育てしやすいと感じる
どちらかといえば子育てしやすいと感じない 子育てしやすいと感じない
わからない 無回答

18.2

18.0

57.6

57.4

15.2

18.0

3.0

6.6

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前調査

前期課程調査

充分に感じる まあまあ感じる あまり感じない まったく感じない わからない 無回答
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（６）子育てする上での不安や悩みについて 

子育てする上での不安や悩みについては、就学前調査、前期課程調査ともに「安全な遊び場

や児童館など、子どもの居場所が身近にない」が最も高く、次いで「子育て（教育）にかかる

経済的負担が大きい」が２位となっています。 

また、就学前調査では「仕事と子育ての両立が難しい」が 42.4％、前期課程調査では「子ど

もの教育やいじめなどが心配」が 42.6％でそれぞれ３位となっています。 

 

 

■子育てする上での不安や悩み（複数回答） 

 

  

63.6 

54.4 

42.4 

33.3 

33.3 

24.2 

21.2 

21.2 

12.1 

3.0 

3.0 

6.1 

3.0 

0.0 

68.9 

44.3 

27.9 

42.6 

24.6 

24.6 

29.5 

21.3 

27.9 

9.8 

6.6 

4.9 

4.9 

0.0 

0% 50% 100%
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（７）必要だと思う子育て支援策 

必要だと思う子育て支援策については、就学前調査、前期課程調査ともに「子連れでも出か

けやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が 75％台と特に高く、次いで「親子が安心して集ま

れる身近な場、イベントの機会が欲しい」が２位となっています。 

また、就学前調査では「多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮が欲

しい」が 21.2％、前期課程調査では「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほ

しい」が 24.6％でそれぞれ３位となっています。 

 

 

■必要だと思う子育て支援策（複数回答） 

 

 

  

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

親子が安心して集まれる身近な場、
イベントの機会が欲しい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、
住宅面の配慮が欲しい

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい

誰でも気軽に利用できる保育サービスが欲しい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

子育てに困ったとき、相談したり
情報が得られる場を作ってほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を
整備してほしい

子育てに困ったとき、
居宅で保育士等が子育てを援助してほしい

保育所を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など
企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

その他

無回答

75.8 

45.5 

21.2 

18.2 

18.2 

15.2 

15.2 

12.1 

3.0 

0.0 

0.0 

18.2 

3.0 

6.1 

75.4 

27.9 

14.8 

1.6 

11.5 

3.3 

14.8 

24.6 

3.3 

0.0 

0.0 

21.3 

1.6 

9.8 

0% 50% 100%
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４ 球磨村こども調査から 

計画の策定にあたって、本村に在住するこどもの意見を聴取し計画に反映するための基礎資

料として、球磨村立球磨清流学園に在籍する４～９年生に対しアンケート調査を実施しました。 

 

 

調査時期 令和７年７月 

調査対象 球磨村立球磨清流学園に在籍する４～９年生 

調査手法 学校での通知およびインターネットでの回答 

回収結果 
96.0％（97件/101 件） 

（4～6年生：39件/39 件 7～9年生：58件/62 件） 

 

 

（１）生活の満足度 

現在の生活の満足度は、「8 点」が 21.6%と最も高く、次いで「5 点」が 20.6%、「10 点」が

18.6%となっています。 

平均点を見ると、全体では 6.98 点、４～６年生は 6.95 点、７～９年生は 7.00 点、男子は

7.23 点、女子は 6.78 点となっており、学年別では大きな差はみられませんが、男女間で開き

が見られます。 

 

 

■生活の満足度 

 

■満足度の平均点 

 全体 ４～６年生 ７～９年生 男子 女子 

平均点 6.98 6.95 7.00 7.23 6.78 

 

  

7.2%

12.8%

3.4%

20.6%

15.4%

24.1%

4.1%

6.9%

15.5%

15.4%

15.5%

21.6%

15.4%

25.9%

7.2%

7.7%

6.9%

18.6%

25.6%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=97)

４～６年

(n=39)

７～９年

(n=58)

学
年

別

０点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 無回答

学
年
別 
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（２）自分に関する考えについて 

自分に関する様々な考えについて、『あてはまる』（「あてはまる」＋「どちらかといえばあて

はまる」の合計）の割合をみると、自分に関するポジティブな項目である①、②、③、④、⑥

の５項目が７～９割台、自分に関するネガティブな項目である「⑤自分は役に立たないと強く

感じる」が３割台と、全体として自分について肯定的にとらえています。 

学年別でみると、全６項目のうち５項目で、７〜９年生の肯定的な回答が４〜６年生を下回

っています。一方で、「自分が役に立つ」と感じる割合は増加しており、自己有用感が高まる反

面、自分の将来やあり方に悩んでいる傾向がうかがえます。 

 

 

■自分に関する様々な考え 

 

 

■『あてはまる』の割合（「あてはまる」＋「どちらかといえばあてはまる」の合計） 

 ４～６年生 ７～９年生 

①今の自分が好きだ 87.2％ 77.6％ 

②自分には自分らしさというものがあると思う 92.3％ 87.9％ 

③自分の親から愛されていると思う 92.3％ 93.1％ 

④うまくいくかわからないことにもがんばって取り組む 92.3％ 84.5％ 

⑤自分は役に立たないと強く感じる 41.0％ 29.3％ 

⑥将来の夢や目標を持っている 87.1％ 72.4％ 
  

26.8%

46.4%

54.6%

30.9%

8.2%

42.3%

54.6%

43.3%

38.1%

56.7%

25.8%

36.1%

14.4%

10.3%

4.1%

9.3%

47.4%

15.5%

4.1%

0.0%

3.1%

1.0%

18.6%

6.2%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①今の自分が好きだ

②自分には自分らしさというものが

あると思う

③自分の親から愛されていると思う

④うまくいくかわからないことにも

がんばって取り組む

⑤自分は役に立たないと強く感じる

⑥将来の夢や目標を持っている

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

無回答
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（３）自分の居場所 

自分にとって居場所と感じられる場所について、『思う』（「そう思う」＋「どちらかといえ

ば、そう思う」の合計）の割合をみると、「①自分の部屋」が 84.5％と最も高く、次いで「②

家庭」が 79.3％、「③学校」が 74.2％、「④地域」が 61.9％、「⑤インターネット空間」が 54.6％

となっています。 

学年別でみると、「⑤インターネット空間」について、４～６年生では 43.5％、７～９年生

では 62.1％と、７～９年生が 18.6 ポイント上回っており、年齢層が上がるにつれてインター

ネット空間を居場所だと感じる傾向が見られます。 

 

 

■自分にとって居場所（ほっとできる場所、安心できる場所）だと感じられる場所 

 

 

■『思う』の割合（「そう思う」＋「どちらかといえば、そう思う」の合計） 

 ４～６年生 ７～９年生 

①自分の部屋 87.2％ 82.7％ 

②家庭（親せきの家を含む） 79.4％ 79.3％ 

③学校 76.9％ 72.4％ 

④地域（図書館や公民館や公園など現在住んでいる場所やそこ

にある建物など） 
64.1％ 60.4％ 

⑤インターネット空間（SNS、YouTubeやオンラインゲームなど） 43.5％ 62.1％ 

  

57.7%

51.5%

21.6%

25.8%

26.8%

26.8%

27.8%

52.6%

36.1%

27.8%

2.1%

9.3%

12.4%

16.5%

12.4%

1.0%

6.2%

5.2%

8.2%

9.3%

12.4%

5.2%

8.2%

13.4%

22.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①自分の部屋

②家庭

③学校

④地域

⑤インターネット空間

そう思う どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない そう思わない

あてはまるものはない、わからない 無回答
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（４）学校生活に対する考え 

学校生活全体に対する考えについて、『思う』（「まったくそのとおりだと思う」＋「そのとお

りだと思う」の合計）の割合をみると、学校に関するポジティブな項目である②、③、⑤がそ

れぞれ８割台、ネガティブな項目である①、④、⑥が２割以下となっています。 

学年別でみると、「④学校は気おくれして居心地が悪い」と「⑥学校にいるとさみしい」につ

いて４～６年生が７～９年生を６～９ポイント程度上回っており、４～６年生は７～９年生と

比較して学校になじめていないこどもの割合が多いとみられます。 

 

■学校生活全体に対する考え（仲の良い友達と過ごすときだけではなく学校生活全般） 

 

 

■『思う』の割合（「まったくそのとおりだと思う」＋「そのとおりだと思う」の合計） 

 ４～６年生 ７～９年生 

①学校ではよそ者だ（またはのけ者にされている）と感じる 7.7％ 3.4％ 

②学校ではすぐに友達ができる 89.7％ 77.6％ 

③学校の一員だと感じている 87.2％ 91.3％ 

④学校は気おくれがして居心地が悪い 20.5％ 13.8％ 

⑤他の生徒たちは自分をよく思ってくれている 87.2％ 86.2％ 

⑥学校にいるとさみしい 12.9％ 3.4％ 

  

1.0%

34.0%

29.9%

1.0%

11.3%

2.1%

4.1%

48.5%

59.8%

15.5%

75.3%

5.2%

41.2%

12.4%

6.2%

45.4%

12.4%

42.3%

53.6%

5.2%

4.1%

38.1%

1.0%

49.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①学校ではよそ者だ（またはのけ

者にされている）と感じる

②学校ではすぐに友達ができる

③学校の一員だと感じている

④学校は気おくれがして

居心地が悪い

⑤他の生徒たちは自分を

よく思ってくれている

⑥学校にいるとさみしい

まったくそのとおりだと思う そのとおりだと思う

そのとおりではない まったくそのとおりではない

無回答



39 

（５）悩みの有無 

悩みの有無については、「ある」が 21.6％、「ない」が 78.4％となっています。 

学年別でみると、「ある」が４～６年生では 17.9％、７～９年生では 24.1％と、７～９年生

が 6.2ポイント上回っています。 

悩みの内容についてみると、「学校や勉強のこと」が 12.4%と最も高く、次いで「友達のこと」

が 9.3%、「自分のこと」が 6.2%となっています。（図表省略） 

悩みの相談相手については、「親」が 68.0%と最も高く、次いで「友達」が 52.6%、「学校の先

生」が 28.9%となっています。また、「だれもいない」が 14.4％となっていることから、悩みを

一人で抱え込まえずに誰かに相談できる相談・支援体制の一層の整備が求められます。（図表

省略） 

 

■悩みの有無 

 

 

（６）球磨村に関する考え 

球磨村の住みやすさについては、「住みやすい」が 42.3%と最も高く、次いで「どちらかとい

えば住みやすい」が 33.0%、「どちらともいえない」が 18.6%となっています。 

学年別でみると、４～６年生では「住みやすい」が 66.7％、「どちらともいえない」が 2.6％

であるのに対し、７～９年生では「住みやすい」が 25.9％、「どちらともいえない」が 29.3％

と、住みやすいと感じるこどもの割合が大きく減少しています。 

 

■球磨村の住みやすさ 

 

  

21.6%

17.9%

24.1%

78.4%

82.1%

75.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=97)

４～６年

(n=39)

７～９年

(n=58)

学
年

別

ある ない 無回答

42.3%

66.7%

25.9%

33.0%

28.2%

36.2%

18.6%

29.3% 3.4%

3.1%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=97)

４～６年

(n=39)

７～９年

(n=58)

学
年

別

住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらともいえない

どちらかといえば住みにくい 住みにくい 無回答

学
年
別 

学
年
別 
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（７）将来に関する考え 

将来への希望については、「希望がある」が 22.7%、「どちらかといえば希望がある」が 60.8%

と、希望を持っているこどもの割合が 83.5％となっています。 

学年別でみると、「希望がある」が４～６年生では 33.3％、７～９年生では 15.5％と、７～

９年生が 17.8 ポイント下回っており、年齢が上がるにつれて将来に関する考えが変化してい

ることがうかがえます。 

 

■将来への希望 

 

 

大人になっても球磨村に住み続けたいかについては、『将来球磨村に住みたい』が全体で

54.6％、４～６年生で 64.0％、７～９年生で 48.3％となっており、４～６年生、７～９年生

ともに『将来村外にうつりたい』を上回っています。 

 

■大人になっても球磨村に住み続けたいか 

 

区分 

将来球磨村に住みたい 

（「ずっと住み続けたい」＋「村外に出ると思

うがいずれはもどりたい」＋「どちらかといえ

ば住み続けたい（もどりたい）」の合計） 

将来村外にうつりたい 

（「村外にうつりたい」＋「どちらかといえ

ば村外にうつりたい」の合計） 

全体 54.6% 11.3% 

４～６年生 64.0% 5.2% 

７～９年生 48.3% 15.5% 
  

22.7%

33.3%

15.5%

60.8%

51.3%

67.2%

14.4%

12.8%

15.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=97)

４～６年

(n=39)

７～９年

(n=58)

学
年

別

希望がある どちらかといえば希望がある どちらかといえば希望がない

希望がない 無回答

17.5%

33.3%

6.9%

26.8%

17.9%

32.8%

10.3%

12.8%

8.6%

12.4%

7.7%

15.5%

3.1%

3.4%

8.2%

12.1%

21.6%

23.1%

20.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=97)

４～６年

(n=39)

７～９年

(n=58)

学
年

別

ずっと住み続けたい 村外に出ると思うがいずれはもどりたい
どちらかといえば住み続けたい（もどりたい） どちらともいえない
どちらかといえば村外にうつりたい 村外にうつりたい
まだわからない 無回答

学
年
別 

学
年
別 
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将来球磨村で生活するとしたら充実させてほしいものについては、「バスや鉄道などの交通

の充実」が 46.6%と最も高く、次いで「買い物できる場所の充実」が 43.1%、「子育てしやすい

環境」が 32.8%となっています。 

球磨村全体に対する考え・要望としては、調査全体として、友達と遊べる場所が欲しいとい

う要望が多く上がっています。また、７～９年生からは、店やネット環境、村がにぎやかにな

ることなど、村づくり全体に対する要望も上がっています。 

 

 

■将来球磨村で生活するとしたら充実させてほしいもの（７～９年生のみ）（複数回答） 

 

  

58 100.0%

27 46.6%

25 43.1%

19 32.8%

12 20.7%

12 20.7%

10 17.2%

10 17.2%

9 15.5%

9 15.5%

7 12.1%

6 10.3%

6 10.3%

5 8.6%

5 8.6%

5 8.6%

4 6.9%

3 5.2%

2 3.4%

14 24.1%

0 0.0%

46.6%

43.1%

32.8%

20.7%

20.7%

17.2%

17.2%

15.5%

15.5%

12.1%

10.3%

10.3%

8.6%

8.6%

8.6%

6.9%

5.2%

3.4%

24.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５ 熊本県子どもの生活に関する実態調査から 

令和５年度に、熊本県はこどもの生活や貧困に関する現状を把握し支援策の検討材料とする

ことを目的として、県内全市町村を対象として「熊本県子どもの生活に関する実態調査」を実

施しました。本村では、本計画の策定にあたり、県調査のデータから村の状況を分析しました。 

 

【熊本県子どもの生活に関する実態調査】 

対象者：県内小学校５年生、公立中学校２年生（義務教育学校８年生）の児童生徒及びその保護者 

目 的：熊本県子どもの貧困対策計画の実効性を高めるとともに、市町村による取組を支援するた

め、全市町村域における子どもの生活実態を把握することを目的として実施。 

 

（１）相対的貧困率の状況 

熊本県実施の調査データに対し、厚生労働省の定義に基づき、相対的貧困率の算出を行いま

した。サンプル数が限られる点と簡易なデータに基づく概算である点に留意する必要がありま

すが、本村の相対的貧困率の状況は、所得等に関する有効回答件数 18件のうち３件が該当し、

16.7％となっています。 

 

 
 全体 ひとりで子育てをしている方 

貧困線未満の世帯 ３件/18件 １件/２件 

 

絶対的貧困と相対的貧困 

貧困には、「家がない」、「食べる物がない」など、生きていく上で必要な生活水準が満たさ

れていない状態（「絶対的貧困」）と、現在の日本の経済や生活の水準において大多数の世帯

に比べて貧しい状態（「相対的貧困」）の大きく二つの考え方があります。 

相対的貧困は、国等の格差の議論において指標の一つとして扱われており、家庭が相対的

貧困の状態にあることで、食事・栄養の不足や進学の断念などこどもにも影響を及ぼしうる

ことから、絶対的貧困とともに解消を目指すべきものとされています。 

【相対的貧困の判定基準】 

等価可処分所得の中央値の半分を下回る層を相対的貧困として判定 

等価可処分所得＝世帯所得÷√世帯人数 
 

  

0

250

500

等
価
可
処
分
所
得
：
万
円

貧困線

100.5万円

所得中央値

201万円

貧困線未満
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（２）アンケート調査より 

①暮らしの状況 

暮らしの状況については、「大変苦しい」が 11.1％と熊本県を 6.5ポイント上回っています。 

また「苦しい」と「大変苦しい」の合計についてみると、球磨村は 27.8％、熊本県は 25.9％

と、球磨村が 1.9ポイント上回っています。 

 

■暮らしの状況（保護者調査） 

 

 

②進学の希望 

進学の希望については、保護者は「高等学校」が 38.9％、「大学」が 33.3％であるのに対し、

こども自身は「高等学校」が 10.5％、「専門学校」が 42.1％、「大学」が 5.3％と、大学よりも

専門学校へ進学する意向が高くなっています。また、こども自身は「分からない」が 36.8％と

４割近くに上っています。 

こども自身の進学の希望を県と比較すると、熊本県より「専門学校」が 28.7ポイント高く、

「大学」が 31.8ポイント下回っています。 

 

■どの学校まで進学させたいか（保護者調査） 

 

 

■どの学校まで進学したいか（こども調査） 

  

0.0

1.8

11.1

10.9

61.1

61.2

16.7

21.3

11.1

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

熊本県

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答

38.9 5.6 5.6 33.3 16.7 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=18)

中学校 高等学校 専門学校 短期大学 大学 大学院 その他 分からない 無回答

1.2 

10.5

21.9

42.1

13.4

5.3 

2.6 

5.3

37.1 2.1 
0.4 

36.8

21.1 0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

熊本県

中学校 高等学校 専門学校 短期大学 大学 大学院 その他 分からない 無回答
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こども自身がその進路を希望する理由としては「希望する学校や職業があるから」が 75.0％

と特に高くなっています。また、貧困に関連する「家にお金がないと思うから」が 16.7％、「早

くはたらく必要があるから」が 8.3％となっており、ともに熊本県を上回っています。 

 

■その進路を希望する理由（こども調査/複数回答） 

 

 

③必要だと思うが持っていないもの 

こども自身が必要だと思うが持っていないものについては「携帯電話（スマートフォン）」が

47.4％、「子ども部屋などの勉強する場所」が 36.8％、「パソコン」が 26.3％となっています。 

また、県と比較すると、「携帯電話（スマートフォン）」と「子ども部屋などの勉強する場所」

の２項目は熊本県を 20ポイント以上上回っています。 

 

■必要だと思うが持っていないもの（こども調査/複数回答） 

  

75.0 

16.7 

8.3 

8.3 

0.0 

16.7 

8.3 

0.0 

16.7 

0.0 

54.6 

14.7 

14.8 

6.3 

2.4 

2.2 

3.2 

5.9 

24.5 

0.2 

0% 50% 100%

10.5 

36.8 

26.3 

10.5 

15.8 

47.4 

5.3 

10.5 

5.3 

10.5 

15.8 

14.7 

15.8 

19.0 

6.0 

6.1 

21.0 

3.0 

10.0 

3.0 

10.8 

25.8 

0% 50% 100%



45 

④経済的な理由による経験 

経済的な理由により世帯が出費を控えた経験は、「食費（嗜好品を除く）を切りつめた」が

44.4％と最も高く、次いで「家族旅行を控えた」が 38.9％、「必要な服や靴を買うのを控えた」

が 33.3％となっています。 

経済的な理由によりこどもに何かを我慢させた経験については、「お小遣いを渡せなかった」

が 27.8％と最も高く、熊本県を 18.3ポイント上回っています。 

世帯が出費を控えた経験とこどもに何かを我慢させた経験の両方のほとんどの項目で熊本

県の割合を上回っており、経済的な理由で何かを控えた経験が多いことがうかがえます。 

 

■経済的な理由により世帯が出費を控えた経験（保護者調査/複数回答） 

 

 

■経済的な理由によりこどもに何かを我慢させた経験（保護者調査/複数回答） 

  

44.4 

5.6 

5.6 

11.1 

11.1 

0.0 

33.3 

16.7 

22.2 

38.9 

38.9 

26.8

1.0

2.1

6.6

3.8

3.0

21.1

4.5

7.9

37.8

49.7

0% 50% 100%

0.0 

16.7 

27.8 

16.7 

0.0 

16.7 

0.0 

16.7 

5.6 

61.1 

0.7

3.3

9.5

7.2

0.1

8.1

2.3

7.0

1.2

80.6

0% 50% 100%
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⑤コロナウイルス感染症流行後の生活の変化 

コロナウイルス感染症流行後の生活の変化（保護者調査）については、『生活に必要な支出

の変化』が「増えた」が 66.7％、『お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと』が

「増えた」が 44.4％となっており、支出の増加による負担増が目立ちます。 

ストレスに関する事項として『あなた自身がイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと』

が「増えた」が 44.4％と半数近くの人がストレスを感じており、熊本県と比較して 17.1 ポイ

ント上回っています。 

 

 

■コロナウイルス感染症流行後の生活の変化（保護者調査） 

 

  

11.1

6.6

66.7

67.3

44.4

27.0

5.6

14.8

5.6

10.5

44.4

27.3

5.6

22.2

0.0

2.8

0.0

1.8

5.6

4.6

5.6

4.2

0.0

3.1

83.3

70.8

33.3

29.5

55.6

70.4

88.9

80.2

88.9

84.7

55.6

69.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増えた 減った 変わらない 無回答
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コロナウイルス感染症流行後のこどもの生活の変化に関して、「ふえた」と回答した割合を

見ると、『夜遅くまで起きている回数』と『親以外の大人や友達と話をすること』が、それぞれ

36.8％と最も高くなっています。 

また、『学校の授業以外で勉強する時間』が「ふえた」割合が「へった」割合より高く、『学

校の授業でわからないと感じること』が、「へった」割合が「ふえた」割合よりも高くなってお

り、勉強する時間や勉強への理解度が上がっている傾向がうかがえます。 

『イライラや不安を感じたり、気分が沈むこと』が「ふえた」割合が 31.6％となっており、

熊本県よりは低いものの約３割のこどもがストレスを感じているとともに、夜遅くまで起きて

いるこどもが増えていることから、生活リズムや心の健康に関する学校での指導などが求めら

れます。 

 

■コロナウイルス感染症流行後の生活の変化（こども調査） 

 

  

15.8

22.7

10.5

23.9

31.6

23.1

6.6

36.8

7.2

36.8

34.6

31.6

37.7

10.5

10.3

21.1

14.7

15.8

14.5

10.5

7.7

10.5

9.8

10.5

9.5

5.3

9.5

73.7

66.6

68.4

60.9

52.6

61.2

89.5

85.2

52.6

82.8

52.6

55.4

63.2

52.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ふえた へった かわらない 無回答
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⑥生活の満足度 

生活の満足度は「満足度 7」と「満足度 10」がともに 21.1％と最も高くなっています。 

満足度の平均点についてみると球磨村は 6.42点、熊本県は 6.28点とやや熊本県を上回って

います。 

 

■生活の満足度（こども調査） 

 

 

 球磨村 熊本県 

平均点 6.42 6.28 

 

 

  

10.5 5.3

6.2

5.3

6.5

15.8

19.4

10.5

10.2

21.1

17.7

10.5

17.5 6.3

21.1

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

球磨村

熊本県

満足度0 満足度1 満足度2 満足度3 満足度4 満足度5

満足度6 満足度7 満足度8 満足度9 満足度10 無回答
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第３章 基本理念、基本目標、施策の体系 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

第３期球磨村子ども・子育て支援事業計画では、基本理念を「子育て世代が安心して子育て

できる環境づくり」と定めています。 

国の策定した「こども大綱」およびそれの目指す「こどもまんなか社会」はすべてのこども

が心身ともに健やかに成長し、幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すものです。 

このこどもまんなか社会の実現のためには、保護者が安心して子育てできる環境の整備が不

可欠となります。 

保護者が安心してこどもと向き合うことは、こどもの幸福と健やかな成長につながります。 

また、そうした幸福な育ちの経験は、こどもの地域への愛着を育み、将来、村で家庭を築こ

うとする意識にもつながります。 

このように子育て環境の整備とそれによる親子の安心・幸福の実現は、こどもまんなか社会

の考え方と共通するものがあるとともに村の将来にとっても重要となります。本計画は第３期

球磨村子ども・子育て支援事業計画の別冊と位置付けられていることも踏まえ、計画の基本理

念を「子育て世代が安心して子育てできる環境づくり」と定めます。 

 

【第３期球磨村子ども・子育て支援事業計画の基本理念の考え（抜粋）】 

「第６次球磨村総合計画」では、「子どもたちが輝き、若者が活力に満ち、高齢者が誇りを

持って住み続けることができるむらを未来へつないでいくこと」を目指しています。子ど

もの健やかな育ちと子育てを支援することは、一人一人の子どもや保護者の幸せにつなが

ることはもとより、将来の担い手の育成の基礎をなす重要な未来への投資であり、社会全

体で取り組むべき最重要課題の一つです。 

そのような中、子ども・子育て支援については、「子どもの最善の利益」が実現される社会

を目指すという考えを基本に、子どもの視点に立ち、子どもの存在と発達が保障される必要

があります。 

また、障がい、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要が

ある子どもやその家族を含め、全ての子どもに対し、身近な地域において、子育て支援の各

種施策を可能な限り講じることにより、その健やかな育ちを確保することも重要です。 

そのため、本計画の基本理念を前期計画の基本理念を踏襲し、次のように定めます。 
 

子育て世代が安心して子育てできる環境づくり 
 

  

【基本理念】 

子育て世代が安心して子育てできる環境づくり 
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２ 計画の基本目標 

基本理念の実現に向けて、こども大綱の示す「こども施策に関する重要事項」を踏まえ、以

下の４つの基本目標を定め施策の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画推進に必要な考え 

（１）こども・若者施策に関する基本的な方針 

こども大綱では、こども施策に関する基本的な方針として、以下の６項目を掲げています。 

本計画においても、この基本的な方針に基づき、施策を推進し、子育て世帯が安心して子育

てに取り組み、こどもが幸せに生活し健やかに成長する「こどもまんなか社会」の実現を目指

します。 

 

基本方針１ こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・

個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれか

らの最善の利益を図る 

こども・若者は、発達の途上にあっても生まれながらに権利の主体であり、多様な人格を

持つ個人として尊重されるべき存在です。社会は、彼らが必要な情報や知識を学び、自らの

意思で選択・決定し、意見を述べ、それが反映される経験を通して自己実現できるよう支え

ていきます。 

また、思想・信条、人種、国籍、障害、性的指向・ジェンダーアイデンティティ、生育環

境等による差別をなくし、貧困、虐待、いじめ、体罰、暴力、搾取、性被害などあらゆる権

利侵害からこどもを守ります。 

 

  

【基本目標】 
 

１ こどもの健やかな成長を支える基盤整備 

２ こども・若者のライフステージに応じた支援 

３ 子育て当事者への支援 

４ 特に支援が必要なこどもへの支援 
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基本方針２ こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を

聴き、対話しながら、ともに進めていく 

こども・若者が意見を表明し、それを社会が尊重することは、こども・若者の最善の利益

につながるとともに、こども・若者の自己実現や、主体的に社会形成に参画する態度の育成

にもつながります。 

こども・若者及び子育て当事者が年齢や発達、状況に応じて意見を出せるように、意見形

成支援と意見を表明しやすい環境の整備に努めるとともに、出された意見を尊重しその背

景にある思いもくみ取り、こども・若者施策へ反映します。 

基本方針３ こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切

れ目なく対応し、十分に支援する 

こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通じて成長

し、若者として社会生活を送るようになります。こども・若者一人ひとりの状況に応じて必

要な支援が、卒業、成人年齢など特定の年齢で途切れることがないよう、ライフステージを

通じて社会全体でこども・若者と子育てへの切れ目のない支援を行います。 

基本方針４ 良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、すべ

てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする 

貧困と格差はこどもやその家族の幸せな状態を損ね、人生における選択可能性を制約し、

ひいては社会の安定と持続性の低下にもつながります。そのため、すべてのこども・若者が

幸せな状態で成長できるようにするための前提として、貧困と格差の解消を図ります。 

基本方針５ 若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値

観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、

子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路（あいろ）の

打破に取り組む 

若い世代は、就職、結婚、妊娠・出産、子育てなど様々なライフイベントが重なりあう「人

生のラッシュアワー」と呼ばれる時期でもあります。その時期にこども・若者が安定した経

済的な基盤を確保し、望む形で結婚・出産をできるように、雇用の整備などに努め、若い世

代が地域での生活や将来の見通しを持てるような村づくりに取り組みます。 

基本方針６ 施策の総合性を確保するとともに、関係団体等との連携を

重視する 

こども・若者への支援は村行政だけではなく、村内外の多様な機関がかかわります。 

熊本県と連携しその実施する施策等も活用し、村内のこども・若者施策、子育て施策の充

実に取り組みます 

また、人吉球磨圏域は医療基盤、教育・保育基盤を共有することから、人吉球磨圏域の他

自治体との連携によるこれらの基盤の整備に努めます。 

村内においては、地域での子育てや若者が活躍する村づくりを目指し、若者が活躍する団

体への支援や、こども・子育てに関する事業者や地域の住民等様々な関係者と協力してこど

も・若者を支えます。 
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（２）こどもの貧困対策に関する考え 

①こどもの貧困解消対策推進計画策定の趣旨 

こども・若者施策のうち、特に専門性を有する分野として、こどもの貧困、障がい、児童虐

待など特に支援が必要なこどもに対する取組があります。 

中でも、こどもの貧困は、その家庭状況や虐待など複合的な課題を抱えやすい傾向があると

ともに、経済面だけではなく、こどもの心身の健康や進学機会・学習意欲、生活や将来に対す

る希望などを損い、社会的孤立にもつながる深刻な課題です。 

その影響はこどもの将来にもおよび、人生における選択可能性を制約し、貧困の連鎖を引き

起こすとともに、貧困の拡大は社会の安定と持続性や活力の低下にもつながります。 

このようにこどもの貧困はこどもの現在と将来に深刻な影響を与えることから、その解消に

対して全力をあげて取り組む必要があります。 

国は、平成 26 年１月に、こどもの貧困対策を総合的に推進することを目的に「子どもの貧

困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策推進法）」を施行しました。また、令和元年６月

には、本法律を改正し、市町村に対してこどもの貧困対策についての計画を定めることを努力

義務として定めました。 

近年の動きとしては、こどもの貧困に関する国の重点施策等を取りまとめた「子供の貧困対

策に関する大綱」を「こども大綱」（令和５年 12月閣議決定）に一本化するとともに、令和６

年９月には「子どもの貧困対策推進法」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する

法律」に改正し、貧困状態にある妊婦が出産しそのこどもが大人になるまで切れ目なく支援を

行うこと等を基本理念として定めています。 

球磨村では、第２期球磨村子ども・子育て支援事業計画を「子どもの貧困対策推進計画」（当

時の名称）として位置づけ、貧困対策を推進してきました。 

近年は物価高などを背景に、こども・若者や子育て世帯を取り巻く経済的環境は依然として

厳しく、ヤングケアラーや社会的擁護を必要とするこども・若者など、貧困も関連する新たな

問題も顕在化しています。 

これらの状況を踏まえ、一層の貧困対策が求められていることから、球磨村こども計画を、

「市町村こどもの貧困対策解消推進計画」としても位置づけ、こどもや子育て家庭の貧困対策

に取り組み、こどもと子育て家庭が豊かな人生を送り、生まれ育った環境に左右されることな

く、すべてのこどもたちが夢と希望を持って成長していける村づくりに努めます。 
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②計画の基本方針 

こどもの貧困対策解消推進法では、地方公共団体は基本的施策として教育の支援、生活安定

に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済

的支援、民間団体の活動の支援等に対し、必要な施策を講じることを定めています。 

本村では、これらの分野について以下のとおり方針を定め、計画の推進を図ります。 

 

基本方針１ 教育の支援 

こどもに学ぶ意欲や能力があっても、家庭の経済状況などによって、学習や進学を諦めざ

るを得ず、成人後の就労などにも影響し、貧困が次の世代に連鎖するケースがあります。 

貧困の世代間連鎖を断ち切るために、就学援助制度や奨学金、貸付等による経済的支援に

よって学習機会の確保・充実を図るとともに、こどもに対して教育により将来への希望を持

つことができるよう啓発していきます。 

経済的に困窮している世帯に対しては、「貧困の連鎖を教育で断つ」ことを確実に進める

ため、学校教育による学力向上、ひとりで子育てをしている世帯や生活困窮者世帯等への学

習支援などを行います。 

基本方針２ 生活・就労の支援 

こどもの生活や健康は、保護者等の生活態度や就労状況に大きく左右されます。 

保護者に対しては、生活困窮者自立支援制度に基づく相談支援や子育てを両立するため

の生活支援を行います。一方、こどもに対しては、学校における健康教育等の強化を進める

とともに、健康診断や食育の推進などの保健衛生の取組強化を進めます。 

また、ひとりで子育てをしている世帯に対する資格取得の支援や職業紹介により、安定雇

用による就労所得を増加させ、経済的自立によるこどもの生活環境の改善につなげます。 

基本方針３ 経済的支援 

様々な事情により十分な就業が難しい世帯やそのこどもに対して経済的な支援を行うこ

とは、こどもたちの将来への投資であり、貧困の連鎖の解消を図る上で重要となります。 

教育費負担の軽減をはじめ、県や村などの各事業主体において、各種手当や就学援助費、

貸付金などの現行制度の周知強化等による捕捉率を高めます。 

基本方針４ 連携体制等の構築 

こどもの貧困は、見ようとしなければ見えない、見えてこない問題です。 

こどものＳＯＳや問題を素早く発見し支援につなげられるよう、地域や関係機関・団体と

の連携・協力を図りながら、発見・支援のためのネットワークを構築するとともに、必要な

支援に迅速につなげることができる体制を整備します。 
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（３）熊本県の方針等に基づく考え 

熊本県は現在、こどもまんなか熊本・実現計画に基づきこども・若者施策を推進しています。 

こどもまんなか熊本・実現計画は、国のこども大綱に沿って作成されており、基本方針の多

くはこども大綱の考えを踏襲しています。そのため、本計画では、「（１）こども・若者施策に

関する基本的な方針」にて述べたとおり、こども大綱の考えに基づく方針を定めることで、国・

県の方針との一体的な施策の推進を図ります。 

また、県計画で「第４ こども施策を推進するために必要な事項」の中で市町村の役割につ

いて、子育てしやすい地域社会の形成に関し、多くの事業で実施主体を担うなど重要な役割を

担っているとして、子育て支援等に関する施策を実施するよう努めることや、関係機関等との

連携が期待されるとしています。 

あわせて、市町村と県との連携について、県は市町村の取組状況を把握し、その取組が促進

されるとともに地域間格差をできる限り縮小していくことも念頭に置きつつ必要な支援を行

うとしています。 

これらの県の方針を踏まえ、県と連携しその事業の活用も図りながら、こども・若者、子育

て支援施策の充実に取り組み、子育てしやすくこどもが幸福に生活し健やかに成長する球磨村

づくりに努めます。 
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標４ 特に支援が必要なこどもへの支援 

（１）生活に困難をかかえる子育て家庭等への支援 

（２）障がいや発達に不安のあるこどもへの支援 

（３）児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

（４）連携体制の充実 

基本目標３ 子育て当事者への支援 

（１）子育てや教育に関する経済的な負担の軽減 

（２）家庭の教育力の向上と子育てを見守る地域づくり 

（３）共働き・共育ての推進と男性の家事・子育て参画推進 

（４）住居等の確保及び居住環境の整備に関する支援 

（５）ひとりで子育てをしている家庭の自立支援の促進 

 

基本目標２ こども・若者のライフステージに応じた支援 

（１）妊娠・出産期から乳幼児期までの切れ目のない支援 

（２）乳幼児期の教育・保育の充実 

（３）学童期・思春期のこどもの健やかな成長のための環境整備 

（４）青年期の就労・結婚の支援 

基本目標１ こどもの健やかな成長を支える基盤整備 

（１）こどもの権利の尊重 

（２）多様な経験ができる地域づくり 

（３）こども・若者が安心して成長できる保健・医療の整備 

（４）こどもを事故や犯罪、災害から守る取組 

【基本理念】 

子育て世代が安心して子育てできる環境づくり 
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第４章 基本目標ごとの取組 

基本目標１ こどもの健やかな成長を支える基盤整備 

こども・若者支援、子育て支援は、幼児期の教育・保育や、学童期の学校生活の支援、就労・

結婚といった特定のライフステージでの重要事項だけでなく、経済的な安定への支援、保健・

医療の充実、防犯・防災といったすべてのライフステージに共通して重要な事項が存在します。 

すべてのライフステージに共通する重要事項に対する取組を充実させることで、こどもの健

やかな育ちを支援します。 

 

 

（１）こどもの権利の尊重 

こども基本法及びこども大綱では、こどもの権利を守るとともに、こどもが意見を表明する

機会の確保とその意見の尊重を掲げています。こどもに対する取組を行うにあたって、大人の

視点からの子育て支援や教育だけではなく、こども自身の意見の尊重を図ります。 

 

取 組 内 容 関係課 

こどもの意見の尊重 
こども基本法の趣旨等を踏まえ、こども・若者の視点を尊重

し、施策に反映させるよう取り組みます。 
関係各課 

子ども議会の開催 

村の未来を担うこどもたちが村づくりや地域の問題、教育

環境等について学習し、未来の球磨村について考える機会と

することを目的として、球磨村子ども議会を開催します。 

関係各課 

人権教育の充実 

こどもが自分や他者の権利について学び、それを大切にす

ることができるように、人権教育指導員及び人権擁護委員に

よる人権教育講話を実施します。 

教育委員会 
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（２）多様な経験ができる地域づくり 

こども・若者の健やかな成長のためには、遊びも含め多様な体験を通して、心身を鍛え、様々

なことを学んでいくことが重要です。人口減少が進む中で、こどもが多様な体験をしながら成

長していくには、地域の構成員一人ひとりの協力が大切となります。 

誰もが子育てに関心を持ち、互いに助け合える環境づくりを進めることで、こどもが安心し

て健やかに成長できる地域づくりを推進します。 

 

 

取 組 内 容 関係課 

職場体験事業 

義務教育学校前期課程においては、夢や希望、憧れる自分へ

のイメージを持たせ、勤労を重んじ目標に向かって努力する態

度を身に付ける学習に取り組みます。また、後期課程において

は、自分の進路計画の設定や暫定的な職業選択など、生き方や

進路に関して学ぶ機会を提供します。 

教育委員会 

球磨村版ふるさと学 

地域を学習の場とし、体験学習を通じて地域社会の歴史、文

化、自然等について理解を深め、それをもとに地域社会の抱え

る問題や可能性を探究し、将来地域社会において心身ともに豊

かな生活を送れるとともに、地域社会に貢献するために必要な

基本的要素や知識、技術等を養います。 

教育委員会 

地域学校協働活動事

業 

児童・生徒と地域住民との交流を図り、学校と地域住民等が

力を合わせて学校運営を行い、「地域とともにある学校」への転

換を図ります。 

教育委員会 

放課後子ども教室

（アフタースクー

ル）等での活動支援 

教育委員会や学校支援ボランティア（学校応援団）が学校へ

出向き、ニュースポーツや昔遊び等を実施します。 

夏休みなどの長期休暇時等には、高校生が義務教育学校の児

童の勉強などを支援しています。長期休暇時のこどもの居場所

と活動機会の創出の観点から、活動の継続に向けて支援に努め

ます。 

教育委員会 

放課後児童健全育成

事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない義務教育学校前期

課程の児童に対し、授業の終了後に村内施設等を利用して適切

な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。 

保健福祉課 

くまっ子リーダー体

験塾 

課外活動を通じ、集団行動や規律、リーダーシップを学ぶ機

会への参加を支援します。 
教育委員会 

通年におけるこども

の居場所づくり 
通年で村内図書室を開放し、こどもの居場所を確保します。 教育委員会 

くまもと教育の日in

くまむら 

知性と感性の調和のとれた人間性を培い、また「豊かな心を

育む」ことを目的に、学校・地域・家庭が一体となった取組を

実施します。 

教育委員会 

義務教育学校ＰＴＡ

との連携 

義務教育学校ＰＴＡと連携し、地域における協議の場を確保

します。 
教育委員会 
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取 組 内 容 関係課 

球磨村青少年育成村

民会議の開催 

球磨村青少年育成村民会議におけるこどもたちの現状・問題

点の共有、非行防止等の対策の協議を推進します。 
教育委員会 

食事提供の取組支援 
こども等に対して無料または低額で食事を提供する民間団

体等の取組を支援します。 
保健福祉課 

食育の推進 

こどもが一生にわたって豊かで健康的な食生活を送るとと

もに地域の食文化について理解を深められるよう、年齢に応じ

た食育を推進します。 

乳幼児期は、食習慣の基礎が確立する大切な時期であること

から、「こどもの心とからだの健康のための食生活の大切さ」の

理解促進に努めるとともに、家庭、保育園などにおいて、生活

や遊びの中でこどもが食に興味を持つよう、発達段階に応じた

食育を推進します。 

地域の産物や食文化を学習する体験活動を実施します。 

また、「食」を選択する力を習得し、栄養バランスのいい食事

を摂取できるよう、栄養教諭による講話を実施します。 

保健福祉課 

教育委員会 

こどもの活動場所の

整備 

こどもが多様な遊びや体験活動を行えるよう、安全で魅力あ

る遊び場・活動拠点の整備に努めます。 

現在、渡地区で整備中のグラウンドについて、こども・若者

が利用しやすく活動しやすいものとなるように、設備・機能の

充実を図ります。 

復興推進課 

親子で楽しめるイベ

ント等の開催 

ふれあい祭りをはじめとして、親子で参加し楽しめるイベン

トの開催を図ります。 

また、他市町村や村内外の団体等との共催や他団体が実施す

るイベントの後援・周知など、関係団体等との連携体制も活用

し、親子でイベント等に参加する機会づくりに努めます。 

復興推進課 

 

 

（３）こども・若者が安心して成長できる保健・医療の整備 

心身の健康は幸福な生活と健やかな成長の基盤となる事項です。人吉球磨圏域で連携し、医

療・保健基盤の整備・確保に努めます。 

 

取 組 内 容 関係課 

小児医療の充実・小

児科休日在宅当番医

委託 

医療機関との連携を図りながら、安心してこどもを育てるた

めの小児医療の充実に努めます。医師会の協力を得て、日曜・

祝祭日および夜間の当番医制を行い、広報誌やウェブサイト等

で情報提供します。 

保健福祉課 
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取 組 内 容 関係課 

妊婦健康診査事業、

乳幼児健診 

妊婦期、出産期、新生児期、乳幼児期を通じて母子の健康が

確保されるよう、訪問指導・健康診査の充実を図ります。また、

出産準備や相談の場、妊婦健診費用補助等の充実を図ります。

さらに、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート

等を行い、産後も安心して子育てができる支援を行います。 

保健福祉課 

感染症予防の推進 定期予防接種による感染症予防を推進します。 保健福祉課 

保健対策の充実と健

康教育の推進 

性に関する健全な意識のかん養と、妊娠・出産や性感染症予

防に関する正しい知識の普及や学校における性教育の推進を

図るとともに、飲酒、喫煙、薬物乱用に関する教育や、学童期・

思春期から成人期に向けた心の問題等について、専門家による

相談の推進を図ります。 

保健福祉課 

 

 

（４）こどもを事故や犯罪、災害から守る取組 

こどもが安心して外出できるよう、交通環境の整備や交通安全に関する周知・啓発に努め交

通安全の村づくりを推進します。 

こどもへの犯罪被害を防ぐために行政、警察・関係機関・団体間の定期的な情報交換の体制

づくり、場づくりを推進します。また、警察、学校、ＰＴＡ、家庭、地域との連携を強化し、

こどもを犯罪から守る被害防止活動を支援します。 

また、こどもの非行防止や、非行・犯罪に及んだこどもとその家族への相談支援を行うとと

もに、学校や警察等の関係機関・団体との連携を図り、自立支援を推進します。 

あわせて、本村の地理的環境等を踏まえ、球磨村地域防災計画に基づき、地域・学校等での

防災対策及びこどもに対する防災教育に取り組み、災害時のこどもたちの安全確保を図ります。 

 

①事故からこどもを守る取組 

 

取 組 内 容 関係課 

学校設備点検日 学校で遊具等の点検を毎月 1回実施します。 教育委員会 

安全管理員の設置 

義務教育学校前期課程では、こどもたちが放課後に安全・安

心に過ごせるよう放課後子ども教室事業（アフタースクール事

業）を実施しており、安全管理員を配置し見守りを行います。 

教育委員会 

児童による防災無線

放送 

校外生活のきまりに定められた帰宅時間を徹底し、家庭での

見守り及び地域の見守り活動の促進を図り、不審者から児童の

安全を確保することを目的に児童自身による防災無線放送を

実施します。 

教育委員会 
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取 組 内 容 関係課 

登下校の見守り 
地域ボランティアの方が登下校に付き添い、学校と連携しな

がらこどもたちの安全を確保します。 
教育委員会 

スクールバス運行事

業 

児童生徒が安心して登下校ができるように、スクールバスを

運行します。 
教育委員会 

「安全タスキ」配付

事業 

新入学児童が安全に登下校できるよう、「安全タスキ」を配付

します 
教育委員会 

交通安全教室の開催 
毎年４月に義務教育学校の児童生徒を対象とした交通安全

教室を開催します。 

総務課 

教育委員会 

交通安全に係る講話

などの実施 

乳幼児健診、陽だまりサロンにおける安全に係る講話やグル

ープワークを実施します。 
保健福祉課 

バリアフリー化の推

進 

妊産婦、乳幼児連れの家族をはじめとするすべての人が安心

して外出できるよう、公共施設等における段差の解消等のバリ

アフリー化を推進します。また、妊産婦へ配慮し、ベビーカー

使用者への理解を深める「心のバリアフリー」にも取り組み、

ハードとソフトの両面から一体的なバリアフリー化の周知広

報を推進します。 

総務課 

球磨村防犯灯設置補

助 

地区で設置する防犯灯について、設置費用の２分の１を限度

として補助を行います。 
総務課 

 

②こどもを犯罪から守る仕組みづくりと非行防止、自殺防止 

 

取 組 内 容 関係課 

青少年育成村民会議 
球磨村青少年育成村民会議におけるこどもたちの現状・問題

点の共有、非行防止等の対策の協議を推進します。 
教育委員会 

薬物乱用防止講話 
学校薬剤師等を招き、児童生徒に対して薬物乱用防止の講話

を実施します。 
教育委員会 

人権教育の充実 
人権教育指導及び人権擁護委員による人権教育講和を実施

します。 
教育委員会 

ＳＯＳの出し方に関

する教育 

こどもが自身の心の危機に気付き、身近な信頼できる大人に

相談できる力を培うために、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を

継続して実施します。 

教育委員会 

学校等カウンセリン

グ事業 

スクールカウンセラー等に学校等でのカウンセリング業務

を委託し、児童生徒が抱える悩みごとの解決に向けた支援を行

います。 

教育委員会 
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③防災対策の充実 

 

取 組 内 容 関係課 

地域と学校が連携し

た防災教育の実施  

地域と学校が連携して防災教育に取り組み、こどもたちが単

なる知識の教育にとどまらず、地域住民とのコミュニケーショ

ンを通じた心を通わす機会を得ることで、主体的に避難行動を

取れる態度や周囲の人を助ける心を育むことを目指します。 

防災教育の実施にあたっては、消防団員等と協力し行うこと

で、地域の消防団活動に対する理解を浸透させ、ひいては将来

の地域防災力の担い手育成につなげます。 

総務課 

教育委員会 

災害発生時の学校等

のルール設定推進 

学校等に対し、災害時の保護者への児童の引き渡し方法につ

いて、あらかじめ検討・設定し、周知するよう働きかけます。 

また、避難指示を行う必要が生じた場合は、速やかに役場か

ら学校等に指示・通報するとともに、学校側は避難を実施でき

るよう、役場・学校間の避難行動に関する手順や連携の確認を

行います。 

教育委員会 

未就学児の安全な避

難のための取組 

村は、義務教育学校就学前のこどもたちの安全で確実な避難

のため、災害発生時における保育園等の施設と市町村間、施設

相互間の連絡・連携体制の構築に努めます。 

保健福祉課 

火災予防運動 

人吉下球磨消防組合消防本部と連携し、防火についての知識

の普及、義務教育学校、保育園等の避難誘導訓練等を実施する

とともに、全国一斉に行われる春秋２回の火災予防運動に併

せ、防災行政無線放送による広報、模擬火災の訓練等を行い、

火災予防思想の普及徹底に努めます。 

総務課 

親子が利用しやすい

避難所の整備 

指定避難所については、乳幼児等要配慮者用のスペースの確

保や必要に応じてバリアフリー化を行うなど、要配慮者の利用

を考慮した施設整備を推進します。 

総務課 
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基本目標２ こども・若者のライフステージに応じた支援 

妊娠・出産から、乳幼児期、学童期、青年期と、こどもが生まれ成長し大人になる過程で、

ライフステージに応じて様々な支援が必要となります。それぞれの段階に応じた適切な支援を

行い、こども・若者の健やかな成長を支えます。 

 

（１）妊娠・出産期から乳幼児期までの切れ目のない支援 

こどもの誕生前から幼児期までは、こどもの将来にわたる幸福の基礎を培い、人生の確かな

スタートを切るための最も重要な時期です。こどもの生涯にわたる心と身体の健康づくりに向

け、ライフステージに応じた健康づくり、各種健康診査や産後の支援体制、小児医療体制の確

保に取り組みます。また、不妊や不育に悩む人に対する支援や相談の充実に努め、出産・子育

てに関する不安や悩みの解消に努めます。 

 

取 組 内 容 関係課 

不妊治療費助成事業 
不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療に要

する費用の助成を行います。 
保健福祉課 

妊婦等包括相談支援

事業 

妊娠・出産・育児に対する経済的支援として妊婦のための支

援給付を行います。 

あわせて、妊婦等に対し面談などを行い、心身の状況の把握

を行うとともに、子育て等に関する情報提供や相談を行いま

す。 

保健福祉課 

母子健康手帳交付事

業 

妊婦が心も身体も元気で、安心して出産へ向かうことができ

るよう、妊娠届出時に健康手帳を交付します。また、交付時に

保健師が対応して健康相談ができる体制をとっていきます。 

保健福祉課 

妊婦健康診査事業、

乳幼児健診 

妊婦期、出産期、新生児期、乳幼児期を通じて母子の健康が

確保されるよう、訪問指導・健康診査の充実を図ります。また、

出産準備や相談の場、妊婦健診費用補助等の充実を図ります。

さらに、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート

等を行い、産後も安心して子育てができる支援を行います。 

保健福祉課 

産後ケアの充実 

産後も安心して子育てができるよう、産後ケア事業等によ

り、産後の母子の心身のケアや相談支援、育児のサポートの提

供に努めます。 

保健福祉課 

発達障害児支援の充

実 

発達障害児の早期発見・早期療育のための、健康診査の充実

と育児不安解消の相談の場の充実を図るとともに、保育園との

連携を強化します。 

保健福祉課 

  



63 

 

取 組 内 容 関係課 

乳児家庭全戸訪問事

業 

保健師及び地域子育て支援センターの担当職員が、すべての

乳児（生後４か月まで）のいる家庭を訪問することにより、子

育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の

状況及び養育環境の把握のほか、養育についての相談に応じ、

助言その他の援助を行います。 

保健福祉課 

小児医療の充実・小

児科休日在宅当番医

委託 

医療機関との連携を図りながら、安心してこどもを育てるた

めの小児医療の充実に努めます。医師会の協力を得て、日曜・

祝祭日および夜間の当番医制を行い、広報誌やウェブサイト等

で情報提供します。 

保健福祉課 

 

（２）乳幼児期の教育・保育の充実 

乳幼児期の発達の特性を踏まえ、幼児教育・保育の基本である遊びと学びの充実を図りなが

ら「生きる力」の基礎を育みます。また、安心してこどもを預けることができるよう、教育・

保育環境を提供しつつ、幼児教育・保育と義務教育学校前期課程の円滑な接続を図ります。 

 

取 組 内 容 関係課 

通常保育事業 
教育・保育のニーズに的確に対応するため、教育・保育施設

による提供体制を確保します。 
保健福祉課 

延長保育事業 
保護者の多様な就労形態に対応するため、通常の保育時間を

延長してこどもを預かります。 
保健福祉課 

休日保育事業 
休日に、就労等により家庭での保育ができない乳幼児を預か

ります。 
保健福祉課 

子育て支援センター

「陽だまり」 

地域全体での子育てを支援する基盤と形成を図るため、保育

園機能をいかし保育園児・未就園児に関わらず子育て支援を行

います。 

村内保育園にて、陽だまりサロン（月３～４回、家庭保育中

の保護者及び出産を控えた方の交流、相談・助言）、育児相談、

家庭保育中の保護者・乳幼児への園庭の解放等を行います。 

保健福祉課 

子育て通信「陽だま

り」 

各保育園の情報や、子育て支援センターの活動日程・育児の

悩み等をワンポイントアドバイスとして掲載します。 
保健福祉課 

子育てサークルの充

実 

絵本サークル「りんごの木」における、園内での絵本の読み

聞かせを実施します。 
保健福祉課 

病後児保育事業（体

調不良児対応型） 

保育中に体調不良となったこどもを一時的に保育園等の中

で預かることで、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応

を図ります。 

保健福祉課 

子育てガイドブック 

各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分周知され、有

効に利用されるよう、様々な媒体を活用した効果的な広報活動

や、子育てガイドブック等の作成・配布等による情報提供を行

います。 

保健福祉課 
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取 組 内 容 関係課 

保育園義務教育学校

連携事業推進委員会

及び実務部会 

保育園と義務教育学校が連携することにより、教育の円滑な

移行を図るため、家庭及び地域と協力し、園児、児童生徒の健

全な育成を推進します。 

教育委員会 

乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園

制度） 

保育園等に通園していない０歳６か月から満３歳未満の未

就園児を保護者の就労要件を問わず、月一定時間までの利用可

能枠の中で保育園等において定期的な預かりを行います。 

また、集団生活の機会を通じたこどもの育ちを応援するとと

もに、子育てに関するお悩みに対してアドバイスなども行い、

こどもの良質な成育環境を支援します。 

保健福祉課 

 

（３）学童期・思春期のこどもの健やかな成長のための環境整備 

義務教育学校が特色ある教育活動を展開する中で、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな

体」の調和のとれた「生きる力」の育成を図るとともに、個性を伸ばす教育を推進します。 

また、地域と連携し、地域全体で子育てする意識を持ち学童期のこどもの心身を育む様々な

活動を実施します。 

 

取 組 内 容 関係課 

確かな学力の向上 

児童生徒に、基礎的な知識・技能を確実に習得させるととも

に、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力等を育み、「確かな学力」を育成します。 

また、分かる・できる授業を推進するために、個に応じた指

導や情報教育、国際理解教育の充実を図ります。 

教育委員会 

豊かな心の育成 

心豊かな児童生徒を育むため、学校で行われる授業の公開や

自然体験、伝統・文化体験、社会体験を通して、学校や家庭、

地域社会との三者連携を図りながら、道徳教育を推進します。 

教育委員会 

いじめ・不登校対策 

いじめや不登校等の生徒指導上の問題解決のために、きめ細

やかな相談体制の充実に努めます。 

スクールカウンセラーによるカウンセリングや教職員等へ

の助言、スクールソーシャルワーカーによる問題の背景の把握

や支援方針の調整、関係機関との連携の仲介などにより、課題

を抱える児童生徒への効果的な支援に取り組みます。 

教育委員会 
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取 組 内 容 関係課 

情報活用能力の育成 

文部科学省のＧＩＧＡスクール構想（児童生徒１人１台端末

と高速インターネット通信の整備）に基づき、情報活用能力を

言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け、

学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習活動の充実を

図ります。 

また、ＩＣＴ企業など民間団体も含めた多様な団体・機関等

と連携し、教育現場でのＩＣＴのより効果的な活用に努めま

す。 

教育委員会 

ジュニアＩＣＴリー

ダーの育成 

ジュニアＩＣＴリーダーの育成とその活用による地域の情

報発信に努めます。 
教育委員会 

学校等カウンセリン

グ事業 

スクールカウンセラー等に学校等でのカウンセリング業務

を委託し、児童生徒が抱える悩みごとや、こどもを取り巻く環

境の課題解決に向けた支援を行います。 

教育委員会 

村内教職員研修会 
教職員を対象に、義務教育学校の先進地が実施している取組

やＩＣＴ機器を活用した学習等の研修を実施します。 
教育委員会 

薬物乱用防止講話 
学校薬剤師等を招き、児童生徒に対して薬物乱用防止の講話

を実施します。 
教育委員会 

人権教育の充実 
人権教育指導及び人権擁護委員による人権教育講話を実施

します。 
教育委員会 

職場体験事業 

【再掲】 

義務教育学校前期課程においては、夢や希望、憧れる自分へ

のイメージを持たせ、勤労を重んじ目標に向かって努力する態

度を身に付ける学習に取り組みます。また、後期課程において

は、自分の進路計画の設定や暫定的な職業選択など、生き方や

進路に関して学ぶ機会を提供します。 

教育委員会 

民生委員・児童委員

協議会活動の支援 

民生委員・児童委員協議会による学校訪問を実施し、意見交

換会を行います。 
保健福祉課 

課外活動の推進 

児童生徒のスポーツ体験の機会の確保等の関連から、各種団

体の活動を支援します。 

球磨郡内の各種クラブ・チームに加入している児童生徒もい

ることから、関係団体等と広域的に連携し、地域のスポーツの

振興を図ります。 

教育委員会 

村内高校生への経済

的助成 

本村に居住しており、高等学校等に在籍している生徒の保護

者に対し、教育支援を目的とした高校生等教育支援補助金を支

給します。 

教育委員会 

学校運営協議会によ

る支援 

【再掲】 

地域とともにある学校づくりを目指し、こどもたちが健やか

に成長できるよう、学校運営協議会を開催し、学校運営に対し

て意見を出したり方針の承認を行います。 

教育委員会 
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（４）青年期の就労・結婚の支援 

青年期は、就労、結婚、出産といった様々なライフイベントが重なる時期です。 

若い世代が将来を見通して安心して仕事とライフイベントの双方にチャレンジできるよう、

若者の就労、結婚などの希望実現の後押しに取り組み、将来に対して希望を持って生活できる

村づくりを目指します。 

 

取 組 内 容 関係課 

農業の担い手の確保 

後継者の円滑な就農や新規就農において、国・県の支援事業

を活用するなど、担い手の育成に努めます。 

担い手への農地利用の集積・集約化を推進します。 

産業振興課 

林業の担い手の確保 

新規就業者への教育や林業技術取得に向けた講習会へ参加

する機会を提供し、就業の円滑化を推進します。 

林業機械化による労働強度の軽減や安全作業の確保、就業環

境などの改善に対する事業所の取組を支援し、働きやすい環境

の整備を促進します。 

産業振興課 

就労先の確保に向け

た企業誘致の推進 

若者の地域定着を促進するため、希望や適性に応じた多様な

就労先の確保・創出による就労の選択肢の拡充が求められま

す。 

人吉・球磨しごと創生連絡協議会の構成市町村と企業とのネ

ットワークづくりと、情報共有に努めます。 

また、村内への企業誘致について、受入れ体制づくりに努め

ます。 

復興推進課 

圏域で連携しての結

婚支援の実施 

郡内協議会において結婚支援を年に１回開催しています。 

今後も継続して実施するとともに、その他の婚活事業につい

ても検討します。 

復興推進課 

結婚新生活補助金の

給付 

村に住民登録されている新たに結婚した方に対し、住宅の取

得・賃貸や引っ越し、リフォームにかかる費用に対し一定額を

上限として補助を行います。 

復興推進課 
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基本目標３ 子育て当事者への支援 

こどもの幸福には、その家庭環境が良好であることが前提となります。 

子育て当事者が経済的な不安や孤独感を抱いたり、仕事と家庭の両立に悩んだりすることが

なく、ゆとりをもって前向きにこどもと向き合えるように、様々な子育て支援の充実や働きな

がら子育てしやすい環境の整備に努めます。 

 

（１）子育てや教育に関する経済的な負担の軽減 

こどもと家庭の状況に応じた手当の支給や医療費助成、幼児教育・保育の無償化、給食費等

の無償化など、子育てにかかる経済的な支援を行うとともに、ゆとりを持ってこどもと向き合

い、保護者の選択に基づき必要な保育を受けられるよう環境を推進します。 

 

取 組 内 容 関係課 

入学準備金、進級準

備金の支給 

新１年生、新７年生に対し、入学準備、進級準備のためにか

かる費用の補助として、準備金を支給します。 
教育委員会 

就学援助費助成 

就学援助費（準要保護）について、校長の意見、民生委員・

児童委員の調査と民生委員・児童委員協議会の意見を基に、教

育委員会にて認定します。 

教育委員会 

保健福祉課 

球磨村奨学金 
能力があるにもかかわらず、経済的な理由により就学が困難

な方に対して支援します。 
教育委員会 

学校給食助成事業 
子育て世帯の経済的な負担軽減のため、学校給食費助成を行

います。 
教育委員会 

子ども医療費助成事

業 

出生から高校３年生までのこどもを対象に、入院（食事代も

対象）・通院・歯科・調剤・装具等で診療を受けた場合、医療費

（保険診療分）を助成します。 

税務住民課 

未就学児の教育・保

育に関する村独自の

支援 

村内在住かつ村内保育園に通う児童全員について、国の幼児

教育・保育無償化の対象外となる０～２歳児の保育料及び３歳

以上児の副食費についても無償化し、保護者の経済的な負担軽

減を図ります。 

保健福祉課 
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（２）家庭の教育力の向上と子育てを見守る地域づくり 

地域の中で子育て家庭が支えられるよう、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を推進す

るとともに、地域ぐるみで子育てする意識づくりに努めます。 

 

取 組 内 容 関係課 

育児力向上のための

各種育児講座等の実

施 

入所児童の保護者及び地域父母を対象とした、育児力向上の

ための各種育児講座等を支援します。 
保健福祉課 

こども家庭センター 

すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児

童福祉の両分野が一体的に相談支援を行います。 

保健福祉課に設置し、関係機関と連携し、妊娠から子育てま

での切れ目のない支援に努めます。 

また、「こども家庭センター」の機能強化を図るため、より身

近な場所での気軽な相談や、必要な方々への適切な支援メニュ

ーの充実、地域のネットワークと一体となった支援を図りま

す。 

保健福祉課 

子育て支援センター

「陽だまり」 

【再掲】 

地域全体での子育てを支援する基盤と形成を図るため、保育

園機能を生かし保育園児・未就園児に関わらず子育て支援を行

います。 

村内保育園にて、陽だまりサロン（月３～４回、家庭保育中

の保護者及び出産を控えた方の交流、相談・助言）、育児相談、

家庭保育中の保護者・乳幼児への園庭の解放等を行います。 

保健福祉課 

子育てガイドブック 

【再掲】 

各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分周知され、有

効に利用されるよう、様々な媒体を活用した効果的な広報活動

や、子育てガイドブック等の作成・配布等による情報提供を行

います。 

保健福祉課 

子育て通信「陽だま

り」 

【再掲】 

各保育園の情報や、子育て支援センターの活動日程・育児の

悩み等をワンポイントアドバイスとして掲載します。 
保健福祉課 

家庭教育講演会 

こどもをもつ保護者や地域の方々の親睦・連携を深め、家庭

教育力の向上を図るとともに、教育・行政・福祉・医療などの

関係機関が一体となった支援づくりを目的として実施します。 

保健福祉課 

地域全体でこどもを

守り育てる環境づく

り 

学校だよりの配布を通じ、地域の人々や団体、企業等が学校

支援ボランティアとなり、学校のニーズに応じた様々な支援活

動を促進することで、地域全体でこどもを守り育てる環境づく

りを推進します。 

保健福祉課 

登下校の見守り 
地域ボランティアの方が登下校に付き添い、学校と連携しな

がらこどもたちの安全を確保します。 
教育委員会 

スクールバス運行事

業 

児童生徒が安心して登下校ができるように、スクールバスを

運行します。 
教育委員会 

学校運営協議会によ

る支援 

【再掲】 

地域とともにある学校づくりを目指し、こどもたちが健やか

に成長できるよう、学校運営協議会を開催し、学校運営に対し

て意見を出したり方針の承認を行います。 

教育委員会 
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（３）共働き・共育ての推進と男性の家事・子育て参画推進 

共働き・共育ての応援に向け、子育て家庭へのさらなる支援の充実を図ります。また、ワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の改善、男女共同参画の推進など、子育てしやす

い就労環境づくりを推進していきます。 

 

取 組 内 容 関係課 

男女共同参画意識の

醸成 

男女の役割分担などの固定観念を払拭し、男性が子育てへ

参加しやすい環境づくりを進め、男女がともに働きやすく、子

育てしやすい社会の実現に向けた意識の啓発を図ります。 

総務課 

働き方改革に関する

周知啓発 

村内の事業所に対し、働き方改革や誰もが働きやすく働き

がいがあり、仕事と生活の両立を実現できる職場環境整備に

関する周知・啓発を行います。 

また、熊本県が実施する労働環境改善等に取り組む企業等

への表彰制度等について、県と連携し周知を図ります。 

復興推進課 

男性の家庭参画に向

けた周知啓発 

母子保健手帳の交付や家庭教育学級への男性の参加を促す

とともに、男性向けの料理教室等を実施し、男性の家庭や子育

てへの積極的な参画を促進します。 

総務課 

 

 

（４）住居等の確保及び居住環境の整備に関する支援 

次世代育成支援の観点から、子育て世帯が住みやすい・子育てしやすい居住環境・地域環境

整備に努めます。 

 

取 組 内 容 関係課 

村営住宅の整備 
村営住宅の建設を実施する場合は、子育て家庭にも配慮し

た、良質で利便性の高い、特色のある住宅の整備を図ります。 
総務課 

空き家バンク制度に

よる情報提供 

所有者等に同意を得た上で、空き家バンクに登録し物件に

関する情報を提供します。 
復興推進課 

バリアフリー化の推

進 

妊産婦、乳幼児連れの家族をはじめとするすべての人が安

心して外出できるよう、利用しやすい道路整備や公共施設等

における段差の解消等のバリアフリー化を推進します。 

また、妊産婦へ配慮し、ベビーカー使用者への理解を深める

「心のバリアフリー」にも取り組み、ハードとソフトの両面か

ら一体的なバリアフリー化の周知広報を推進します。 

総務課 

生活交通の手段の確

保 

ＪＲ及び路線バスが運行されていない地域における生活交

通の手段としてコミュニティバスを運行します。 
復興推進課 
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（５）ひとりで子育てをしている家庭の自立支援の促進 

ひとりで子育てをしている家庭は、子育て、経済状況など様々な面で困難な状況に立たされ

やすい立場にあります。こども大綱等の考えを踏まえこどもがその置かれている環境にかかわ

らず心身ともに健やかに成長するための支援や、親自身が心身ともに健全で自立した生活を送

り安心して子育てができるよう、国や県の施策とも連携し、ひとりで子育てをしている人の自

立支援を促進します。 

 

取 組 内 容 関係課 

研修会・講習会の情

報提供 

対象者に対し、研修会・講習会・ふれあい行事等の情報提供

を行います。 
保健福祉課 

ひとりで子育てをし

ている家庭等への医

療費助成 

ひとりで子育てをしている家庭等に対する医療費の一部を

助成します。 
保健福祉課 

国・県等の施策との

連携 

国・県、福祉事務所が母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基

づき実施する、生活支援、就労支援、相談支援等の各事業につ

いて、対象世帯への情報提供や関係機関とのつなぎを行い、村

内の対象者の適切な利用を推進します。 

保健福祉課 
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基本目標４ 特に支援が必要なこどもへの支援 

こども・若者の置かれた環境は、一人ひとり異なり、その中には、貧困や児童虐待、障がい

など困難な状況に立たされているケースもあります。 

誰一人取り残さない「すべて」のこども・若者の幸福な育ちのためには、これらのこども・

若者が取り残されることのないようにそれぞれに合った支援を行うことが必要です。 

村のこどもが、家庭環境に関わらず夢や希望を持って生きていくことができるよう、生活の

安定のための支援、教育の支援、保護者の就労の支援など、様々な面から、関係機関との連携

により、こどもの貧困対策に取り組みます。 

また、こどもが心身ともに健やかに成長できるよう、ヤングケアラー等の配慮が必要な家庭

への支援など、関係機関との連携を一層強化し、情報を共有しながら切れ目のない支援を行っ

ていきます。 

様々な支援が必要なこどもに対し、すべての成長過程において、支援を必要としているとき

に、必要な支援が行き届く体制の充実を図り、ライフステージに応じた切れ目のない支援（縦

横連携）を推進します。 

 

（１）生活に困難をかかえる子育て家庭等への支援 

こどもの貧困解消対策として、教育面、生活面及び保護者の就労、経済面への支援に取り組

み、貧困とそれによる様々な困難を強いられるこどもがいない村づくりに取り組みます。 

 

①教育の支援 

 

取 組 内 容 関係課 

学校教育による学力

保障 

基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図る指導と学習

習慣を身に付けさせる指導や自立した生き方ができるよう、

基礎学力を保障する学校の取組を支援します。 

教育委員会 

教職員に対する啓発 

こどもの貧困対策における学校のプラットフォームとして

の位置付けや、こどもの貧困問題に関する教職員の理解の促

進を図ります。 

教育委員会 

保健福祉課 

キャリア教育に関す

る学習 

義務教育学校前期課程においては、夢や希望、憧れる自分へ

のイメージを持たせ、勤労を重んじ目標に向かって努力する

態度を身に付ける学習に取り組みます。また、後期課程におい

ては、自分の進路計画の設定や暫定的な職業選択など、生き方

や進路に関して学ぶ機会を提供します。 

教育委員会 

専門職の力を活用し

た相談体制の充実 

学校やこどもが抱える貧困を含めた様々な問題解決に向け

て、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等

の専門家の力を活用した学校における相談体制の充実を図り

ます。 

教育委員会 
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取 組 内 容 関係課 

学校をプラットフォ

ームとした教育・福

祉関係部門等の連携 

貧困の連鎖を断ち切るためのプラットフォームとして学校

を位置付け、学校、教育委員会、保健福祉課などが連携し、総

合的なこどもの貧困対策を展開します。 

教育委員会 

就学援助の周知の拡

充 

就学援助事業の一層の充実を図るため、義務教育学校にお

ける周知に加え、村広報やホームページの活用など住民がい

つでも知ることのできる広報に取り組みます。 

教育委員会 

高校生・大学生を対

象とした就学の支援 

奨学金の出願の資格を有する生徒に対し、「球磨村奨学金返

済支援補助金」などを活用して奨学金を貸与し、有能な人材の

育成を図ります。 

教育委員会 

 

②生活・就労の支援  

 

取 組 内 容 関係課 

こどもの発育・発達

の支援 

すべてのこどもが健やかに生まれ、育つよう妊婦健康診査、

乳児訪問指導、乳幼児健康診査などの母子保健施策の取組を

推進します。また、発達・発育に課題を抱えているこどもの支

援の充実に取り組みます。 

保健福祉課 

教育委員会 

子ども医療費助成制

度 

家庭の経済状況にかかわらず適切に医療を受けられ、病気

の早期治療につながるよう、医療費自己負担額を助成します。 
税務住民課 

保護者の就労支援 

村内事業所に関する情報提供を行います。また、ハローワー

クや県と連携し、就職説明会や求人に関する情報提供などを

行います。 

保健福祉課 

総務課 

相談業務や養育支援

訪問による保護者へ

の支援 

生活上の課題を抱える家庭に対し、必要に応じて関係機関

へのつなぎや、家事支援・育児支援を実施します。 
保健福祉課 

社会的養護施策との

連携 

親の疾病等により家庭における児童の養育が一時的に困難

となった場合、児童養護施設等と連携した支援を行います。 
保健福祉課 

 

③困窮した子育て世帯に対する経済的支援 

 

取 組 内 容 関係課 

ひとりで子育てをし

ている世帯への経済

的な支援 

各種手当等の支給やひとりで子育てをしている世帯の医療

費の助成などに取り組みます。 
保健福祉課 

就学援助費助成 

就学援助費（準要保護）について、校長の意見、民生委員の

調査と民生委員・児童委員協議会の意見を基に、教育委員会に

て認定します。 

教育委員会 

保健福祉課 
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（２）障がいや発達に不安のあるこどもへの支援 

障がいのあるこどもや発達に不安のあるこどもを支援するため、それぞれの特性や状況に応

じて、居宅介護や児童発達支援、放課後等デイサービス等の通所支援、療養生活の支援、保育

園等への巡回支援を行います。こどもの成長に不安を感じる家族に対しては、相談窓口を利用

しやすくなるよう情報提供に努め、家庭の子育てへの負担軽減につなげるとともに、適切な支

援が提供可能である専門相談につなぐなど、家族に寄り添った継続的な支援を行います。 

保育園等や放課後児童クラブにおいては、障がいのあるこどもを受け入れるため、職員の加

配や研修の充実を図ります。 

医療的ケア児とその家族が身近な地域で必要な支援を受けられるように、保健、医療、福祉、

教育、保育などの関係機関等が連携し、地域における情報の共有や課題の整理を行うとともに、

サービスの質の確保・向上に取り組むなど医療的ケア児の支援体制の構築に取り組みます。 

 

取 組 内 容 関係課 

発達課題の早期発

見・早期療育に向け

た支援 

発達障がい児の早期発見・早期療育のための、健康診査の充

実と育児不安解消の相談の場の充実を図るとともに、保育園

との連携を強化します。 

保健福祉課 

発達支援保育事業 村内保育園において、発達障がい児の保育を推進します。 保健福祉課 

切れ目のない支援と

療育の提供 

球磨村障がい福祉計画・障がい児福祉計画に基づき、障がい

児のニーズに応じた通所支援及び地域生活支援事業等の提供

体制を整備します。 

保健福祉課 

就学教育相談事業 
就学に不安がある家庭の悩みの相談を受け、こどもの就学

が円滑に進むように支援を行います。 
保健福祉課 

特別支援学級設置 
特別支援学級の設置により、児童生徒一人ひとりに合わせ

た学びの場を確保します。 
教育委員会 

特別支援教育の充実 

社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士等の専門職と業務

委託契約を行い、児童生徒及び保護者のカウンセリングや相

談業務、発達検査を通じて、各学校を訪問し、児童生徒等の心

のケアに関する心理士相談事業を実施します。 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを活

用し、保護者・教職員等への助言や連携構築の支援を行いま

す。 

教育委員会 

特別な支援を要する

児童・生徒への配慮 

特別な支援を必要とする児童生徒は、その特性等に応じた

配慮が必要となることから、個別の教育支援計画等を作成し、

児童生徒への配慮事項及び支援内容を明確にし、支援会議等

を開催して関係者が情報を共有し適切な支援を行います。 

教育委員会 
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（３）児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

児童虐待を受けたこどもやその家族、要保護児童、ヤングケアラーなど、支援が必要なこど

もや家庭に寄り添いながら、個々の状況に応じた必要なサービスを提供できる相談体制の充実

を図ります。 

 

取 組 内 容 関係課 

児童虐待に関する家

庭への普及啓発 

体罰によらない子育て等を推進するため、体罰や暴力がこ

どもに及ぼす悪影響や体罰によらない子育てに関する理解が

社会で広まるよう、広報誌やホームページにて児童虐待防止

に向けた意識啓発や適切な通報先の周知を行います。 

また、保護者としての監護を著しく怠ることは、ネグレクト

に該当することを踏まえ、母子手帳交付や乳幼児健診の機会

等を活用し、周知啓発します。 

保健福祉課 

教育委員会 

児童虐待の予防や早

期発見・早期対応 

妊娠期から保護者とのつながりを大切にし、切れ目なく支

援することで、児童虐待の予防につなげます。子育てに対する

相談をはじめ、児童虐待の予防から継続的な支援を行うとと

もに、「球磨村要保護児童対策及びＤＶ防止対策地域協議会」

を中心に、児童相談所等の専門機関との連携を図り、児童虐待

防止に対する取組を推進します。 

保健福祉課 

教育委員会 

ヤングケアラーへの

支援 

ヤングケアラーにおける問題は、本人や家族が自覚してい

ないことも多く、顕在化しづらいことを念頭に置いた上で、こ

どもや家族の思いに寄り添いながら、関係機関が連携してヤ

ングケアラーを早期発見・把握し、適切な支援につなげていき

ます。 

保健福祉課 

教育委員会 

相談体制の充実 

児童・生徒が悩みを抱え込まず、心にゆとりが持てるよう、

学校等では気軽に相談でき、効果的なカウンセリングが行え

る相談体制の強化を推進します。 

児童・生徒がお互いを思いやる心を育てる教育の実践を推

進し、いじめが起きない・いじめを起こさせないよう継続して

取り組み、学校の相談体制の充実を図ります。 

保健福祉課 

教育委員会 

球磨村要保護児童対

策及びＤＶ防止対策

地域協議会 

福祉・教育・保健・医療・警察・主任児童委員等の関係機関

で協力体制をつくり、要保護児童等への支援を行います。協議

会の中では、学習会や情報交換、児童虐待やいじめ・不登校な

どの早期発見・早期対応に努め、対応が難しいケースは、必要

に応じて児童相談所等との連携のもと適切な処置を継続して

行います。また、保育園、学校、主任児童委員、児童相談所、

県の子ども家庭相談員、保健師等との連携による、個別相談、

家庭訪問等の児童、保護者に対する支援を実施します。 

保健福祉課 

社会擁護施策との連

携 

親の疾病等により家庭における児童の養育が一時的に困難

となった場合、児童養護施設等と連携した支援を行います。 
保健福祉課 
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（４）連携体制の充実 

困難を抱えたこどもや世帯は、様々な課題を重複的に抱えていたり、問題が周囲から見えに

くい・気づきにくいケースがあることから、その発見・支援のためには地域や関係者が連携し

て取り組むことが求められます。 

そのため、地域全体で「問題を共に解決する」という認識をもって、様々な関係者と連携し、

早期発見と包括的な支援に取り組みます。 

 

 

取 組 内 容 関係課 

こども家庭センター

での相談支援 

保健福祉課を児童福祉と母子保健に関する相談等を一元的

に受け付けるこども家庭センターとして位置づけ、課題を抱

えた世帯が相談しやすい相談窓口づくりに取り組みます。 

また、こども家庭センターの機能強化を図るため、より身近

な場所での気軽な相談や、必要な方々への適切な支援メニュ

ーの充実、地域のネットワークと一体となった支援を図りま

す。 

保健福祉課 

乳幼児期から学齢期

までのあらゆる機会

を通じた早期発見 

保育施設等や学校、放課後の居場所などのあらゆる機関が、

こどもの様子や保護者との関わりから家庭やこどもが抱える

課題に目を配り、必要に応じて必要なアドバイスを行うとと

もに関係機関への紹介やつなぎを行います。 

保健福祉課 

教育委員会 

地域との連携による

早期発見と見守りの

充実 

区長・班長、民生委員・児童委員、地域の事業所、社会福祉

施設、社会福祉協議会などが協力し、地域での見守り合い活動

や多世代が交流するあらゆる機会を通じて、支援が必要な家

庭やこどもを早期発見し、生活支援や福祉制度へつなぎます。 

保健福祉課 

 

ヤングケアラーへの

支援 

【再掲】 

ヤングケアラーにおける問題は、本人や家族が自覚してい

ないことも多く、顕在化しづらいことを念頭に置いた上で、こ

どもや家族の思いに寄り添いながら、関係機関が連携してヤ

ングケアラーを早期発見・把握し、適切な支援につなげていき

ます。 

保健福祉課 

教育委員会 
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第５章 計画の推進と進行管理 

１ 計画の推進体制 

（１）庁内及び地域との連携による推進 

本計画を着実に推進し、こどもの幸福で健やかな成長を実現するためには、行政によるこど

も・若者支援、子育て支援の充実とともに、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる

分野におけるすべての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々

が協働し、それぞれの役割を果たすことが重要です。 

こどもの存在が地域社会に活力や交流をもたらすことを踏まえ、こども・若者、子育て支援

の関係者との連携を深めるとともに、地域に対してもこどもへの支援の重要性や地域ができる

ことについての周知を行い、地域ぐるみでこどもの成長を見守る地域づくりを推進します。 

 

 

（２）近隣市町村や県と連携 

人吉・球磨圏域は、その地理的な環境のみならず、保育園、認定こども園の広域利用や小児

医療の提供体制など、子ども・子育ての社会基盤を共有しており互いに密接な関係にあります。 

保育・教育の広域利用、障がい児への対応など、村の区域を越えた広域的な取組については、

周辺市町村や県との連携・調整を図り、今後もすべてのこどもと子育て家庭が安心して暮らせ

るように努めます。 

あわせて、児童虐待防止対策、障がい児施策などこどもに関する専門的な知識及び技術を要

する分野における県の支援、ならびに県が広域的に実施する各種事業や研修等を活用し、子ど

も・子育て支援に関する施策の効果的な展開を図ります。 
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２ 計画の進捗管理 

本計画の着実な実行のため、各取組の実施状況について点検、評価し、施策の改善につなげ

ます。 

進捗を確認するに当たっては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて点検・評価を行うとともに、結

果においては、村ホームページ等で公開するなど、当事者であるこどもや子育て世帯への情報

提供に努めます。 

本計画の内容については、住民ニーズや社会情勢、国における制度改正等を踏まえ、必要に

応じて取組の充実や見直しを図ります。 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルに基づく進捗評価】 

        

  

  



78 

資料編  

１ 球磨村保健事業計画審議会委員名簿  

 

番号 組織 職名 氏名 

１ 

議会議員 

球磨村議会議長（審議会会長） 
舟戸 治生 

（R7.12.17まで） 

２ 球磨村議会 産業厚生常任委員長 
嶽本 孝司 

（R7.12.17まで） 

３ 球磨村議会議長（審議会会長） 
田代 利一 

（R8.2.5 から） 

４ 球磨村議会 産業厚生常任委員長 
東 純一 

（R8.2.5 から） 

５ 

社会福祉関係 

球磨村社会福祉協議会事務局長 松舟 大吾 

６ 球磨村民生委員児童委員協議会会長 原  和 彦 

７ 球磨村老人クラブ連合会会長 永椎 三郎 

８ 特別養護老人ホーム千寿園施設長 後藤 竜一 

９ 渡保育園園長 上田 博孝 

10 こがね保育園園長 中井 久美 

11 保健・医療関係 球磨村診療所院長 橋 口  治 

12 関係機関の職員 球磨村副村長 
上 蔀  宏 

（R8.1.26 まで） 

13 

教育関係 

球磨村教育長 大瀨 克彦 

14 球磨清流学園学校長 恒松 龍治 

15 球磨清流学園ＰＴＡ会長 吐合 博則 

事務局 

保健福祉課長 友尻 陽介 

福祉係長 松野 翔吾 

福祉係主事 渕上 紗希 
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２ 用語解説 

 

あ行 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technologyの略。 

日本では既に一般的となっているＩＴ＝情報技術に通信コミュニケーシ

ョンの重要性を加えた言葉。 

一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、

主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育園等で一時的に預か

る事業。 

ＳＮＳ 

Social Networking Serviceの略。Ｗｅｂ上で社会的ネットワーク（ソー

シャル・ネットワーク）を構築可能にするソーシャルメディアのこと。狭

義では、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の会員

制サービスを指す。 

か行 

ＧＩＧＡスクール

構想 

ＧＩＧＡは Global and Innovation Gateway for Allの略称で、「すべて

の児童・生徒のための世界につながる革新的な扉」とも訳される。2019年

（令和元年）に開始された、全国の児童・生徒 1人に 1台のコンピュータ

ーと高速ネットワークを整備する文部科学省の取組。 

教育・保育施設 

幼児期に教育の基礎をつくる教育機関としての「幼稚園」、就労等のため

家庭で保育のできない保護者に代わって保育する「保育所（園）」、幼稚

園と保育所の機能を合わせ持つ「認定こども園」の３つの施設のこと。施

設の利用を希望する場合は、市町村からの認定が必要となる。 

協働 

様々な主体が相互理解と信頼を前提とし、対等な関係に基づき、開かれた

プロセスで行う共同活動のことをいう。協働により単独では得られない相

乗効果が期待でき、互いの組織や活動内容の補完や改善を図ることができ

る。 

合計特殊出生率 

一人の女性が一生の間に産むこどもの平均数を示す。合計特殊出生率が

2.07 以上であれば人口は増加傾向、2.07 未満であれば減少するといわれ

ている。この指標によって、異なる時代、異なる集団間の出生による人口

の自然増減を比較・評価することができる。（2.07は、現在の日本の人口

置換水準の数字。人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊

出生率のこと。） 

こども家庭 

センター 

児童及び妊産婦の福祉及び母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増

進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設。母子保健機能（旧

「子育て世代包括支援センター」）と児童福祉機能（旧「子ども家庭総合

支援拠点」）の機能を一体的に運営し、すべての妊産婦・子育て世帯・こ

どもの包括的な相談支援等を行う。 

子ども・子育て 

支援事業計画 

子ども・子育て支援法第 61 条において定められた、幼児期の学校教育・

保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制等についての計画。５年

を 1期として、特別区を含めた全市町村が作成する。 
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さ行 

児童虐待 

保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する

者）が 18 歳未満の児童に対し、叩く・蹴る等の身体的虐待、わいせつな

行為をする性的虐待、育児放棄（ネグレクト）、著しい暴言や拒絶を行う

心理的虐待の４種類に分類される。 

就学援助 
経済的理由により就学が困難な児童生徒に対して行われる学用品代や給

食費などの援助。 

食育 

食事バランスの健全化や農林漁業体験や食文化の保護・継承など、様々な

経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てる教育。 

スクール 

カウンセラー 

児童生徒の臨床心理に関して高度の専門的な知識・経験を有し、児童生徒

へのカウンセリングや、教職員・保護者に対する助言・援助を行う専門職。 

スクールソーシャ

ルワーカー 

児童生徒が抱えている問題を解決するため、家庭や学校など児童生徒がお

かれた環境への働きかけや関係機関の連携・調整などを行う専門職。教育

と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有するとともに、過去に教育

や福祉の分野において活動実績等がある者が起用される。 

た行 

男女共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うこと。 

な行 

乳児家庭 

全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する

情報提供や養育環境等の把握を行う事業。 

認定こども園 

就学前のこどもに幼児教育・保育を一体的に提供する施設。また、地域に

おける子育て支援として、すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対

応した相談活動や、親子の集いの場の提供等を行う。 

幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４種類が存在する。 

妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①

健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊婦期間

中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業。 

は行 

バリアフリー 

高齢者・障がいのある人等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）とな

るものを除去すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面

での障壁等すべての障壁を除去するという考え方。 

保育所（保育園） 

保護者が仕事をしているなどの理由により、保育を必要とするこどものた

めの施設。０歳から小学校に入学する前までのこどもが、日々、保護者の

もとから通って一緒に過ごす。利用定員は 20人以上。 
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は行 

放課後児童 

健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。 

ま行 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に

住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努

める人々であり、「児童委員」を兼ねている。児童委員は、地域のこども

たちが元気に安心して暮らせるように、こどもたちを見守り、子育ての不

安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。また、一部の児童委員

は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けて

いる。 

や行 

ヤングケアラー 
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っ

ているこども・若者。 

要保護児童 

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児

童。保護者に監護させることが不適当と認められる児童には、虐待を受け

ていたり、家庭環境などに起因して非行や情緒障がいを有していたりする

児童などが当てはまる。 

要保護児童対策 

地域協議会 

虐待や非行などさまざまな問題を抱えた児童の早期発見をし、適切な支援

を提供すること及び児童虐待の予防を目的として、市町村などの地方公共

団体が児童福祉法に基づいて設置する協議会。 

数字 

1.57ショック 

1989年の合計特殊出生率が 1.57と戦後最低を記録したこと。それまでの

最低記録は「ひのえうま」という特殊要因があった 1966年の 1.58であっ

たため、それを下回ったことは、政府が少子化対策に取り組む契機となっ

た。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

球磨村こども計画  
 

令和８年３月 
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球磨村 保健福祉課 

〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地 

ＴＥＬ 0966-32-1112 ＦＡＸ 0966-32-1230 

 

 

 


